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承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

二

第
一
章
　
は
じ
め
に

第
一
節
　
問
題
の
所
在

本
稿
は
、
わ
が
国
の
外
国
判
決
承
認
制
度
の
特
徴
を
あ
ら
わ
す
「
自
動
承
認
」
と
い
う
用
語
が
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
現
状
に
お
い
て
、
こ

の
制
度
の
基
礎
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
民
訴
法
三
二
八
条
の
沿
革
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
意
義
を
明
確
に
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

一

外
国
判
決
は
わ
が
国
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
効
力
を
持
つ
の
か
、
こ
れ
を
定
め
る
の
が
、
民
訴
法
一
一
八
条
、
民
執
法
二
二
条
六
号
お
よ

び
同
法
二
四
条
の
規
定
で
あ
る
。
民
訴
法
一
一
八
条
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
外
国
判
決
は
同
条
所
定
の
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
そ
の
効

力
を
有
す
る
」
と
定
め
（
外
国
判
決
の
承
認
）、
民
執
法
二
二
条
六
号
は
、
外
国
判
決
も
、
執
行
判
決
請
求
訴
訟
（
同
法
二
四
条
）
に
お
い
て
得
ら

れ
た
執
行
判
決
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
債
務
名
義
と
な
り
う
る
こ
と
を
定
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
外
国
判
決
の
承
認
の
た
め
だ

け
に
は
特
別
の
手
続
を
必
要
と
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
称
し
て
、「
自
動
承
認
」
制
度
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、

手
続
面
に
着
目
し
て
「
自
動
」
性
を
捉
え
る
、
か
か
る
理
解
に
は
異
論
が
な
い
。
か
か
る
理
解
に
加
え
近
時
、
手
続
面
に
お
け
る
「
自
動
」
性
を
超

え
て
「
自
動
」
性
を
理
解
す
る
見
解
が
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
が
国
の
よ
う
な
特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
承
認
制
度
の
下
で
は
、
外
国
判

決
は
当
該
外
国
に
お
い
て
効
力
を
得
た
時
点
（
以
後
、
外
国
判
決
確
定
時
と
す
る
）
で
す
で
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
実
体
的
効
力
の
面
に
お
い
て
も
「
自
動
」
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
否
定
し
、
手
続
的

見
地
か
ら
の
み
自
動
性
を
認
め
る
見
解
が
対
峙
し
て
お
り
、
見
解
の
一
致
を
み
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。

外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
具
体
的
に
は
、
手
続
的
観
点
か
ら
の
み
「
自
動
」
で
あ
る
と
捉
え
る
べ
き
な
の
か
、
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あ
る
い
は
、
実
体
的
観
点
か
ら
も
「
自
動
」
で
あ
る
と
捉
え
る
べ
き
か
。
従
来
、
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
の
問
題
を
論
じ
る
契

機
を
与
え
た
の
は
、
子
の
引
渡
し
に
関
す
る
東
京
高
裁
平
成
五
年
一
一
月
一
五
日
判
決
（
家
月
四
六
巻
六
号
四
七
頁
）
で
あ
る
（
1
）

。
民
訴
法
一
一
八
条

に
定
め
る
要
件
は
い
つ
の
段
階
で
充
足
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
、
民
訴
法
一
一
八
条
要
件
充
足
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
基
準
時
を

論
じ
る
前
提
と
し
て
、
外
国
判
決
が
い
つ
の
段
階
で
わ
が
国
に
承
認
さ
れ
る
の
か
と
い
う
承
認
の
基
準
時
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
の
根
拠
に
「
自
動
承

認
」
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
わ
が
国
の
よ
う
に
承
認
に
特
別
な
手
続
を
要
求
し
な
い
法
制
度
の
下
で
は
承
認
は
外
国

判
決
確
定
時
に
生
じ
る
こ
と
、
こ
れ
を
「
自
動
承
認
」
制
度
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
（
手
続
面
お
よ
び
実
体
的
効
力
の
両
面
に
お
け
る
自
動
承
認
）、

民
訴
法
一
一
八
条
要
件
充
足
の
基
準
時
も
こ
の
時
点
に
お
く
べ
き
と
主
張
さ
れ
た
（
2
）

。
他
方
、
承
認
に
特
別
手
続
が
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て

も
手
続
の
軽
重
以
上
の
こ
と
を
導
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
し
て
、「
自
動
」
で
あ
る
の
は
手
続
面
の
み
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
た
（
３
）

。

外
国
判
決
が
承
認
さ
れ
る
の
は
、
現
実
に
は
む
し
ろ
、
わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
当
該
外
国
判
決
が
問
題
と
さ
れ
た
時
点
（
以
後
、
要
件
審
査
時

と
す
る
）
で
あ
り
、
民
訴
法
一
一
八
条
要
件
充
足
の
基
準
時
も
こ
の
時
点
を
基
準
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
4
）

。
こ
の
よ
う
に
承
認
の

基
準
時
を
論
じ
る
根
拠
と
し
て
、
わ
が
国
の
承
認
制
度
の
捉
え
方
が
問
題
と
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

問
題
と
な
る
の
が
、
実
体
的
効
力
の
面
に
お
い
て
も
「
自
動
」
性
を
認
め
る
見
解
の
根
拠
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
わ
が
国

の
承
認
制
度
が
、
執
行
に
は
執
行
判
決
請
求
訴
訟
と
い
う
特
別
手
続
が
必
要
と
さ
れ
る
の
と
は
対
照
的
に
、
承
認
の
た
め
の
特
別
手
続
を
必
要
と
し

な
い
こ
と
、
そ
の
こ
と
の
み
か
ら
、
実
体
的
効
力
の
面
に
お
け
る
自
動
性
を
説
く
（
5
）

。
し
か
し
、
特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
と
は
い
え
、
承
認
の
た

め
に
は
一
定
の
要
件
の
充
足
が
必
要
と
さ
れ
る
点
を
強
調
す
れ
ば
、
そ
の
要
件
の
充
足
が
現
実
に
審
査
さ
れ
る
時
点
に
重
点
を
お
き
、
こ
の
時
点
に

承
認
の
実
体
的
効
力
が
生
じ
る
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
実
体
的
効
力
の
面
に
お
い
て
も
「
自
動
」
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
の

三
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四

で
あ
れ
ば
、
外
国
判
決
の
承
認
に
特
別
手
続
が
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
点
を
明
ら
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二

そ
も
そ
も
な
ぜ
、
わ
が
国
の
承
認
制
度
は
現
行
制
度
の
よ
う
な
、
特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
制
度
と
し
て
形
作
ら
れ
た
の
か
。
こ
の
点
、

わ
が
国
の
承
認
法
制
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
承
認
法
制
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
6
）

。
現
行
承

認
制
度
で
あ
る
民
訴
法
一
一
八
条
は
、
旧
民
訴
法
二
〇
〇
条
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぎ
一
九
九
八
年
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
旧
民

訴
法
二
〇
〇
条
三
号
に
規
定
さ
れ
て
い
た
公
序
要
件
に
、
学
説
裁
判
例
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た
手
続
的
公
序
（
7
）

を
明
文
と
し
て
加
え
た
ほ
か
は
、

旧
民
訴
法
二
〇
〇
条
の
条
文
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
。
こ
の
旧
民
訴
法
は
、
一
九
二
六
年
、
そ
れ
ま
で
の
明
治
民
訴
法
を
改
正
し
て
成
立
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
九
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
こ
の
明
治
民
訴
法
に
お
い
て
は
、
旧
民
訴
法
二
〇
〇
条
に
対
応
す
る
規
定
は
存
在
し
な

か
っ
た
。
一
八
九
〇
年
明
治
民
訴
法
制
定
の
段
階
に
お
い
て
は
、
外
国
判
決
の
執
行
に
関
し
て
、
五
一
四
条
に
執
行
判
決
訴
訟
の
管
轄
に
関
す
る
規

定
を
、
五
一
五
条
に
執
行
判
決
の
審
理
お
よ
び
要
件
に
関
す
る
規
定
を
お
く
に
と
ど
ま
り
、
外
国
判
決
の
「
承
認
」
に
関
す
る
規
定
は
お
か
れ
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
承
認
に
関
す
る
規
定
が
欠
如
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
九
二
六
年
の
民
訴
法
改
正
に
よ
っ
て
、
旧
民
訴
法
二
〇
〇

条
の
承
認
規
定
が
創
設
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
承
認
に
関
し
て
も
規
定
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
な
ぜ
現
在
の
よ
う
な
特
別
手
続
を
必
要
と
し

な
い
承
認
制
度
の
導
入
に
い
た
っ
た
の
か
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
改
正
に
関
し
て
の
審
議
議
事
録
で
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
外
国
判
決
の
効

力
を
認
め
る
必
要
性
が
あ
る
の
は
執
行
の
場
合
に
は
限
ら
な
い
と
説
明
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
（
8
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
承
認
に
関
し
て
規
定
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
要
請
が
あ
る
点
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
ぜ
承
認
に
関
し
て
は
執
行
と
は
異
な
り
、
特
別
な
手
続
を
必
要
と
す
る
法
制
を
と
ら
な
い
の
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か
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
参
考
と
な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
一
八
九
〇
年
の
わ
が
国
明
治
民
訴
法
が
外

国
判
決
の
執
行
に
関
す
る
規
定
を
有
し
、
承
認
に
関
す
る
規
定
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
は
、
一
八
九
〇
年
明
治
民
訴
法
が
、
一
八
七
七
年
ド
イ
ツ
民

訴
法
を
模
範
と
し
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
一
八
七
七
年
ド
イ
ツ
民
訴
法
は
、
六
六
〇
条
お
よ
び
六
六
一
条
に
外
国
判
決
の
執
行
に
関
し
て
の
み

規
定
し
、
承
認
に
関
し
て
は
規
定
を
お
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
9
）

。
さ
ら
に
そ
の
後
、
執
行
力
以
外
の
効
力
に
つ
い
て
の
取
扱
い
の
問
題
と
し
て
、

外
国
判
決
の
効
力
の
執
行
力
以
外
の
効
力
の
「
承
認
」
に
関
す
る
立
法
が
問
題
と
さ
れ
、
一
八
九
八
年
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
民
訴
法
が
改
正
さ
れ
、

ド
イ
ツ
民
訴
法
三
二
八
条
に
承
認
規
定
を
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
10
）

。
そ
し
て
、
こ
の
一
八
九
八
年
ド
イ
ツ
民
訴
法
改
正
を
契
機
に
、
わ
が
国
に
お

い
て
も
一
九
二
六
年
改
正
に
お
い
て
旧
民
訴
法
二
〇
〇
条
の
承
認
規
定
が
創
設
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
（
11
）

。
こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
立

法
を
追
い
か
け
る
形
で
わ
が
国
の
承
認
執
行
法
制
が
整
備
さ
れ
た
と
い
う
の
が
実
際
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
実
質
的
議
論
は
、
少
な
く
と
も
わ
が
国
承

認
法
制
制
定
段
階
で
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
状
況
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
外
国
判
決
承
認
制
度
の
意
義
、
と
く
に
承

認
に
特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
わ
が
国
承
認
法
制
の
基
礎
を
形
作
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
承
認
法
制
（
12
）

に
つ
い

て
、
歴
史
的
沿
革
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

三

な
お
ド
イ
ツ
承
認
法
制
の
沿
革
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
承
認
法
制
が
創
設
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
比
較
法
的
に
み
て
特
別
手
続

を
必
要
と
し
な
い
承
認
法
制
を
採
用
す
る
こ
と
が
決
し
て
必
然
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
を
か
ん
が
み
る
と
、
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ド
イ
ツ
民
訴
法
三
二
八
条
の
よ
う
に
、
外
国
判
決
の
承
認
に
つ
い
て
執
行
の
場
面
と
区
別
し
、
特
別
手
続
を
必
要
と
せ

ず
に
要
件
の
み
を
定
め
る
法
制
は
、
承
認
に
関
す
る
法
シ
ス
テ
ム
と
し
て
考
え
う
る
唯
一
の
方
法
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
四
二
年
イ
タ

五



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

六

リ
ア
民
訴
法
は
、
外
国
判
決
の
効
力
を
内
国
に
お
い
て
考
慮
す
る
た
め
に
は
、
執
行
力
に
限
ら
ず
全
て
の
効
力
に
つ
い
て
特
別
手
続
を
要
す
る
と
す

る
承
認
制
度
を
採
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
13
）

。

こ
の
一
九
四
二
年
イ
タ
リ
ア
民
訴
法
が
採
用
さ
れ
る
時
点
の
イ
タ
リ
ア
の
法
状
況
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
状
況
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
ド
イ
ツ
は
、
前
述
の
よ
う
に
一
八
九
八
年
ド
イ
ツ
民
訴
法
三
二
八
条
制
定
以
前
に
、
民
訴
法
六
六
〇
条
お
よ
び
六
六
一
条
に
お
い
て
外
国

判
決
に
基
づ
く
執
行
に
つ
い
て
は
規
定
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
状
況
は
一
八
六
五
年
イ
タ
リ
ア
民
法
典
前
加
編
一
〇
条
三
項
、
民
訴
法

九
四
一
条
に
お
い
て
執
行
に
つ
い
て
の
み
規
定
を
有
し
て
い
た
イ
タ
リ
ア
の
状
況
（
14
）

と
な
ん
ら
異
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
イ
タ
リ
ア
に

お
い
て
は
、
一
九
一
九
年
モ
ル
タ
ー
ラ
改
正
、
次
い
で
一
九
四
二
年
民
訴
法
改
正
に
よ
っ
て
、
内
国
に
お
い
て
外
国
判
決
に
基
づ
く
執
行
が
問
題
と

な
る
場
合
に
限
ら
ず
、
全
て
の
効
力
の
考
慮
に
特
別
手
続
を
必
要
と
す
る
法
制
に
改
め
ら
れ
た
（
15
）

。
他
方
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
一
八
八
三
年
ラ
イ

ヒ
最
高
裁
判
所
が
、
既
判
力
の
考
慮
に
も
執
行
判
決
が
必
要
で
あ
る
旨
の
判
断
を
下
し
て
お
り
（
16
）

、
イ
タ
リ
ア
同
様
、
す
べ
て
の
外
国
判
決
の
考
慮
に

執
行
判
決
同
様
の
取
扱
い
、
す
な
わ
ち
特
別
手
続
の
制
定
に
つ
な
が
る
伏
線
は
存
在
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
八
三
年
改
正
ド
イ
ツ
民

訴
法
三
二
八
条
は
こ
の
よ
う
な
特
別
手
続
を
採
用
す
る
の
で
は
な
く
、
承
認
に
必
要
な
要
件
の
み
を
定
め
る
と
い
う
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
同
様
に
執
行
に
関
し
て
同
様
の
法
制
度
を
採
用
し
て
い
た
ド
イ
ツ
が
、
な
ぜ
イ
タ
リ
ア
と
は
異
な
り
、
一
九
世
紀
以
降
も
手
続
を
必
要

と
し
な
い
承
認
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
ド
イ
ツ
承
認
制
度
の
沿
革
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国

の
特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
承
認
制
度
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
も
っ
て
「
自
動
承
認
」
と
い
う
用
語
の
意
義
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
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第
二
節
　
ド
イ
ツ
民
訴
法
三
二
八
条
制
定
過
程
概
観

前
述
の
よ
う
に
、
一
八
九
八
年
ド
イ
ツ
民
訴
法
三
二
八
条
は
、
す
で
に
制
定
さ
れ
て
い
た
一
八
七
七
年
ド
イ
ツ
民
訴
法
を
改
正
す
る
形
で
制
定
さ

れ
た
（
17
）

。
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
一
八
九
八
年
民
訴
法
三
二
八
条
が
制
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
か
、
そ
の
経
緯
の
概
略
に
つ
い
て
整
理
し
、
以
降
の
制

定
過
程
検
討
の
視
点
を
定
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
八
七
一
年
ド
イ
ツ
帝
国
成
立
後
に
、
連
邦
法
制
定
作
業
が
進
め
ら
れ
る
中
、
民
事
分
野
に
関
し
て
も
統
一
立
法
を
望
む
声
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。

そ
こ
で
民
法
に
関
し
て
も
、
民
訴
法
に
若
干
遅
れ
つ
つ
も
一
八
七
四
年
に
、
民
法
典
制
定
第
一
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
制
定
作
業
が
進
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
（
18
）

。
そ
し
て
、
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
の
民
法
典
制
定
作
業
に
お
い
て
、
具
体
的
に
は
最
初
の
「
草
案
」
で
あ
る
民
法
準

備
草
案
（V

o
ren

tw
u

rf

）
三
七
条
の
中
で
は
じ
め
て
、
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
外
国
判
決
承
認
規
定
は
、
制
定
の
ス
タ
ー
ト
段
階

で
は
民
法
典
の
一
部
と
し
て
起
草
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
民
法
典
と
い
っ
て
も
、
外
国
判
決
承
認
規
定
が
お
か
れ
て
い
た
の
は
、
実
質
法
と
し
て
の
民
法
の
部
分
に
お
い
て
で
は
な
く
、
国
際

私
法
に
関
す
る
部
分
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
現
在
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
は
民
法
（B

G
B

）
と
は
別
の
独
立
し
た
民
法
施
行
法
（E

G
B

G
B

）
に
お
い
て

規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
民
法
準
備
草
案
が
出
さ
れ
た
段
階
で
は
、
国
際
私
法
は
民
法
総
則
の
一
部
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
（
19
）

。

つ
ま
り
、
外
国
判
決
承
認
規
定
は
、
制
定
過
程
当
初
は
国
際
私
法
規
定
の
一
部
と
し
て
起
草
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

民
法
典
は
、
民
法
典
制
定
第
一
委
員
会
、
帝
国
司
法
庁
準
備
委
員
会
、
民
法
典
制
定
第
二
委
員
会
、
連
邦
参
議
院
、
そ
し
て
帝
国
議
会
と
い
う
過

程
を
経
て
制
定
さ
れ
て
い
る
が
（
20
）

、
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
規
定
は
、
民
法
典
制
定
第
一
委
員
会
に
お
い
て
準
備
草
案
三
七
条
と
し
て
登
場
し
、
同

委
員
会
で
の
審
議
を
経
て
同
委
員
会
草
案
二
五
条
と
し
て
引
き
継
が
れ
る
。
し
か
し
、
続
く
民
法
典
制
定
第
二
委
員
会
審
議
に
お
い
て
、
外
国
判
決

七



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

八

の
「
承
認
」
に
関
す
る
規
定
は
国
際
私
法
に
お
け
る
規
定
と
し
て
で
は
な
く
、
一
八
七
七
年
制
定
民
訴
法
を
改
正
す
る
こ
と
に
よ
り
規
律
す
べ
き
で

あ
る
と
決
定
さ
れ
る
。
そ
れ
を
受
け
、
以
後
、
外
国
判
決
承
認
規
定
に
関
し
て
は
、
民
法
典
制
定
委
員
会
に
お
い
て
で
は
な
く
、
民
法
典
制
定
の
一

環
と
し
て
な
さ
れ
て
い
た
民
訴
法
改
正
委
員
会
に
お
い
て
議
論
さ
れ
、
最
終
的
に
一
八
九
八
年
民
訴
法
三
二
八
条
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

後
に
み
る
よ
う
に
、
準
備
草
案
三
七
条
の
段
階
に
お
い
て
す
で
に
、
外
国
判
決
承
認
規
定
は
、
三
二
八
条
同
様
、
承
認
の
た
め
は
要
件
の
充
足
の

み
を
必
要
と
し
、
特
別
手
続
は
必
要
と
し
な
い
と
い
う
法
制
を
採
用
し
て
い
た
。
民
法
典
制
定
第
一
委
員
会
草
案
二
五
条
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
そ

の
後
の
議
論
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
姿
勢
は
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
21
）

。
と
す
れ
ば
、
起
草
の
ス
タ
ー
ト
時
点
で
あ
る
準
備
草
案
の
段

階
で
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
承
認
法
制
が
採
用
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
ず
は
こ
の
点
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
ど
の
よ
う
な
議
論
を

経
て
、
国
際
私
法
に
お
け
る
規
定
で
は
な
く
、
民
訴
法
に
お
け
る
規
定
と
な
っ
た
の
か
を
調
べ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

第
三
節
　
本
稿
の
構
成

以
上
の
よ
う
な
経
緯
に
か
ん
が
み
る
と
、
ド
イ
ツ
民
訴
法
三
二
八
条
が
特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
承
認
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
経
緯

を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
初
国
際
私
法
の
一
規
定
と
し
て
起
草
さ
れ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
ま
た
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
の
ち
に
民
訴

法
の
改
正
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
こ
れ
ら
の
点
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
次
の
順
序
で
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
外
国
判
決
の
承
認
に
関
す
る
規
定
を
国
際
私
法
の
一
環
と
し
て

扱
う
こ
と
に
し
た
民
法
準
備
草
案
の
理
由
書
を
詳
し
く
検
討
し
（
第
二
章
）、
そ
の
草
案
が
制
定
委
員
会
の
ど
の
よ
う
な
審
議
を
経
て
民
訴
法
へ
移



西
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動
さ
れ
て
制
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
（
第
三
章
）。
そ
の
上
で
、
手
続
を
必
要
と
し
な
い
承
認
制
度
の
沿
革
上
の
意
味
に
つ
い
て

考
察
を
加
え
、
わ
が
国
の
現
行
民
訴
法
一
一
八
条
に
定
め
る
承
認
制
度
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
、「
自
動
承
認
」
と
い
う
用
語
と
の
関
係
で

論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
（
第
四
章
）。

注

（
1
）

本
判
決
お
よ
び
本
判
決
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
外
国
判
決
承
認
執
行
制
度
と
外
国
判
決
後
の
事
情
に
つ
い
て
―
―
子
の
引
渡
し
に
関
す
る
平
成
五
年

東
京
高
裁
判
決
を
契
機
に
―
―
」
九
大
法
学
八
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
三
一
頁
、
お
よ
び
同
「
公
序
（1）
―
―
子
の
引
渡
し
」
櫻
田
嘉
章
＝
道
垣
内
正
人
編
『
国
際
私

法
判
例
百
選
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
一
九
二
頁
参
照
。

（
2
）

渡
辺
惺
之
「
判
批
」
平
成
五
年
度
重
判
解
（
一
九
九
四
年
）
二
九
八
頁
、
山
田
恒
久
「
判
批
」
池
原
季
雄
＝
早
田
芳
郎
編
『
渉
外
判
例
百
選
﹇
第
三
版
﹈』（
有
斐
閣
、

一
九
九
五
年
）
二
三
一
頁
、
横
溝
大
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
〇
五
号
（
一
九
九
七
年
）
一
五
五
頁
、
河
野
俊
行
「
国
際
的
な
子
の
奪
い
合
い
」

場
準
一
編
『
国

際
私
法
の
争
点
﹇
新
版
﹈』（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
一
八
六
頁
。

（
3
）

竹
下
守
夫
「
判
例
か
ら
み
た
外
国
判
決
の
承
認
」
新
堂
幸
司
ほ
か
編
『（
中
野
先
生
古
稀
祝
賀
）
判
例
民
事
訴
訟
法
の
理
論
（
下
）（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
五
四

六
頁
、
海
老
沢
美
広
「
外
国
判
決
執
行
の
一
断
面：

執
行
と
変
更
の
あ
い
だ
―
―
特
に
子
の
引
渡
判
決
の
執
行
を
中
心
に
」
朝
日
法
学
論
集
二
五
号
（
二
〇
〇
〇
年
）

三
六
頁
、
渡
辺
・
前
掲
判
批
（
注
2
）
二
九
八
頁
に
対
し
て
疑
問
を
呈
す
る
も
の
と
し
て
、
高
田
裕
成
「
民
訴
法
二
〇
〇
条
」
鈴
木
忠
一
＝
青
山
善
充
編
『
注
釈
民
事

訴
訟
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）。
ま
た
、
外
国
離
婚
に
伴
う
外
国
扶
養
料
判
決
の
執
行
が
問
題
と
な
っ
た
東
京
高
判
平
成
一
三
年
二
月
八
日
（
判
タ
一
〇
五
九
号

二
三
二
頁
）
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
中
西
康
「
判
批
」
平
成
一
三
年
度
重
判
解
（
二
〇
〇
二
年
）
三
二
八
頁
。

（
4
）

な
お
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
（
拙
稿
「
外
国
判
決
承
認
要
件
充
足
の
基
準
時
と
承
認
の
発
生
時
点
―
―
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
と
比
較
し
て
―
―
―
」
国

際
私
法
年
報
五
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
六
七
頁
参
照
）、
民
訴
法
一
一
八
条
要
件
充
足
の
基
準
時
と
承
認
の
基
準
時
は
、
か
な
ら
ず
し
も
一
致
す
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
と
い
う
の
も
、
民
訴
法
一
一
八
条
要
件
充
足
の
基
準
時
に
は
、
承
認
の
基
準
時
と
は
別
途
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

九



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

一
〇

第
一
に
、
民
訴
法
一
一
八
条
要
件
は
承
認
の
要
件
と
し
て
の
み
で
な
く
、
民
執
法
二
四
条
の
定
め
る
よ
う
に
「
執
行
」
の
要
件
と
し
て
も
機
能
す
る
た
め
、
執
行
要
件

と
し
て
民
訴
法
一
一
八
条
要
件
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
承
認
の
基
準
時
と
別
途
充
足
の
基
準
時
を
設
け
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
第
二
に
、
民
訴

法
一
一
八
条
に
掲
げ
る
個
々
の
要
件
、
と
く
に
三
号
の
公
序
要
件
な
ど
、
そ
の
要
件
の
趣
旨
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、
一
定
の
基
準
時
が
導
か
れ
る
こ
と

が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

（
5
）

こ
の
点
、
わ
が
国
同
様
承
認
の
た
め
に
特
別
の
手
続
を
必
要
と
し
な
い
制
度
を
も
つ
ド
イ
ツ
で
は
、
一
般
的
に
、
承
認
と
は
外
国
判
決
の
効
力
の
内
国
へ
の
拡
張
で

あ
り
、
か
か
る
拡
張
に
特
別
手
続
が
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
外
国
で
効
力
が
生
じ
た
時
点
で
内
国
へ
の
効
力
拡
張
も
生
じ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
に

お
い
て
実
体
的
効
力
に
お
け
る
自
動
性
を
認
め
る
見
解
は
、「
承
認
＝
外
国
判
決
の
効
力
の
内
国
へ
の
拡
張
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
特
別
手
続
を
必
要
と
し

な
い
点
を
理
解
す
る
結
果
、
外
国
判
決
確
定
時
が
承
認
の
発
生
時
点
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
承
認
の
基
準
時
点
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
の
議
論
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
4
）
参
照
。

（
6
）

旧
民
訴
法
二
〇
〇
条
の
沿
革
を
概
観
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
青
山
善
充
「
民
事
執
行
法
二
四
条
」
鈴
木
忠
一
＝
三
ヶ
月
章
編
『
注
解
民
事
執
行
法
（
一
）』

（
第
一
法
規
、
一
九
八
四
年
）
三
六
六
頁
、
小
室
直
人
＝
渡
部
吉
隆
＝
斎
藤
秀
夫
「
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
」
斎
藤
秀
夫
ほ
か
編
『
注
解
民
事
訴
訟
法
（
三
）』（
第
一

法
規
、
一
九
九
一
年
）
一
一
五
頁
、
高
桑
昭
「
外
国
判
決
の
承
認
及
び
執
行
」『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
（
七
）』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
二
年
）
一
三
〇
頁
、
高

田
裕
成
「
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
」
鈴
木
忠
一
＝
青
山
善
充
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
（
四
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）
三
五
六
頁
な
ど
参
照
。

（
7
）

手
続
的
公
序
お
よ
び
そ
の
制
定
経
緯
に
関
し
て
は
、
早
川
吉
尚
「
手
続
的
公
序
」
高
桑
昭
＝
道
垣
内
正
人
編
『
新
・
裁
判
実
務
体
系
（
三
）
国
際
民
事
訴
訟
法
（
財

産
法
関
係
）』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
三
五
一
頁
以
下
参
照
。

（
8
）

『
民
事
訴
訟
法
改
正
調
査
委
員
会
速
記
録
』（
法
曹
会
、
一
九
二
九
年
）
七
二
一
頁
、『
第
五
十
一
回
帝
国
議
会
民
事
訴
訟
法
改
正
法
律
案
委
員
会
速
記
録
』（
法
曹

会
、
一
九
二
九
年
）
三
六
九
頁
参
照
。
立
法
経
緯
に
つ
い
て
は
、
矢
ケ
崎
武
勝
「
外
国
判
決
の
承
認
並
に
そ
の
条
件
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）」
国
際
法
外
交
雑
誌
六

〇
巻
一
号
（
一
九
六
一
年
）
四
三
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
9
）

ド
イ
ツ
に
お
け
る
外
国
判
決
承
認
制
度
沿
革
一
般
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、D

ie
te

r
M

a
r
tin

y
,

H
an

d
b

u
ch

d
es

In
tern

ation
alen

Z
ivilverfah

ren
srech

ts
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an

d3 /1 ,

（T
ü
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gen
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）,R
d

N
r.18 -67 .

R
u

d
o
lf

G
r
a

u
p

n
e
r,

Z
u

r
E

n
tsteh

u
n

gsgesch
ich

te
d

es
§328

Z
P

O
,
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A
n

d
r
e
a

s
H

e
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r
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h
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K
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flikt
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u
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zu
m
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ebu
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（M
ü

n
ch

en
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）,S
.138 ff.

前
者
で
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
承
認
制
度
の
発

展
が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
小
室
百
合
「
外
国
判
決
承
認
・
執
行
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
―
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
歴
史
的
沿
革
を
手
が
か
り
と
し
て
―
―
」
東
北



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
七
巻
　
　
第
二
・
三
号
（
二
〇
〇
五
年
　
二
月
）

法
学
一
六
号
（
一
九
九
八
年
）
一
頁
以
下
、
中
西
康
「
外
国
判
決
の
承
認
執
行
に
お
け
るrévision

au
fon

d

の
禁
止
に
つ
い
て
（
一
）
〜
（
四
・
完
）」
法
学
論
叢
一

三
五
巻
二
号
一
頁
、
四
号
一
頁
、
六
号
一
頁
、
一
三
六
巻
一
号
一
頁
（
以
上
、
一
九
九
四
年
）
が
あ
る
。
前
者
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
外
国
判
決
承
認
執
行
制
度
の
う
ち
、

と
り
わ
け
執
行
制
度
の
沿
革
を
追
う
も
の
、
後
者
は
実
質
的
再
審
査
禁
止
原
則
に
着
目
し
つ
つ
沿
革
を
追
う
も
の
で
あ
り
、
本
稿
も
こ
れ
ら
の
論
稿
に
負
う
と
こ
ろ
が

大
き
い
。

（
10
）

M
a

r
tin

y
,a.a.O

.
（F

n
.9

）,R
d

N
r.50 ff.,in

sbes.R
d

N
r.52 .

（
11
）

矢
ケ
崎
・
前
掲
（
注
8
）
四
三
頁
以
下
参
照
。
起
草
過
程
で
は
、
外
国
判
決
の
確
定
力
を
考
慮
す
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
外
国
判
決
に
基
づ
い
た
強
制
執
行
を

求
め
る
場
合
と
は
異
な
り
、
執
行
判
決
は
必
要
と
さ
れ
な
い
と
述
べ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

（
12
）

な
お
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
そ
の
後
、
一
九
四
一
年
に
婚
姻
法
第
四
施
行
令
二
四
条
（
一
九
六
一
年
親
族
法
変
更
法
七
款
に
引
き
継
が
れ
る
）
に
お
い
て
、
婚
姻
事

件
に
関
す
る
外
国
判
決
に
関
し
て
は
、
法
律
関
係
の
安
定
を
は
か
る
べ
く
、
確
認
手
続
が
導
入
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
お
り
（s.

M
a

r
tin

y
,

a.a.O
.（F

n
.9

）,R
d

N
r.57

u
.63

）、
こ
の
点
で
日
本
の
現
状
と
は
異
な
る
。

ま
た
、
一
九
八
六
年
に
は
、
非
訟
事
件
訴
訟
法
一
六
条
が
新
設
さ
れ
て
お
り
、
非
訟
事
件
に
関
す
る
外
国
判
決
の
承
認
に
関
し
て
、
そ
も
そ
も
承
認
の
ア
プ
ロ
ー
チ

が
用
い
ら
れ
る
べ
き
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
わ
が
国
（
た
と
え
ば
、
子
の
引
渡
し
に
関
す
る
平
成
五
年
東
京
高
裁
判
決
で
は
こ
れ
を
否
定
し
、
第
一
審
判
決
（
東
京
地

裁
平
成
四
年
一
月
三
〇
日
判
決
参
照
）
で
は
肯
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
学
説
上
は
こ
れ
を
認
め
る
見
解
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
点
の
議
論
を
概
観
す
る

も
の
と
し
て
、
海
老
沢
美
広
「
非
訟
事
件
裁
判
の
承
認
」
澤
木
敬
郎
＝

場
準
一
編
『
国
際
私
法
の
争
点
﹇
新
版
﹈』（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
二
四
六
頁
参
照
）
と

は
、
立
法
上
の
解
決
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で
異
な
る
の
で
あ
る
。

（
13
）

一
九
四
二
年
イ
タ
リ
ア
民
訴
法
七
九
六
条
一
項
は
、
外
国
判
決
の
全
て
の
効
力
の
承
認
に
控
訴
院
に
よ
る
有
効
宣
言
判
決
（d

elib
azion

e

）
を
要
求
し
、
七
九
七
条

に
そ
の
要
件
を
定
め
た
（
西
谷
祐
子
「
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
外
国
判
決
承
認
制
度
と
国
際
私
法
」
国
際
法
外
交
雑
誌
一
〇
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）
五
九
頁
参
照
）。

条
文
は
次
の
通
り
（
安
井
光
雄
＝
飯
塚
重
男
「
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
典
の
翻
訳
（
一
三
・
完
）」
上
智
法
学
論
集
一
八
巻
二
号
（
一
九
七
五
年
）
一
六
八
頁
以
下
お

よ
びC

a
p

p
e
lle

tti
/P

e
r
illo,C

ivilP
roced

u
re

In
Italy,（H

agu
e,1965

）,S
.367 ff.

参
照
）。

【
一
九
四
二
年
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
】

七
九
六
条
　
（1）

内
国
に
お
い
て
外
国
判
決
の
効
力
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
判
決
が
執
行
さ
れ
る
べ
き
地
の
控
訴
院
に
お
け
る
（
相
手
方
に
対
す
る
）

呼
出
し
に
よ
っ
て
、
訴
え
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
一



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

一
二

七
九
七
条
　
（1）

控
訴
院
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
存
在
を
認
め
る
と
き
は
、
判
決
に
よ
っ
て
、
内
国
に
お
け
る
外
国
判
決
の
効
力
を
宣
言
す
る
。

a
、
イ
タ
リ
ア
の
現
行
裁
判
管
轄
規
則
に
よ
る
と
、
判
決
国
の
裁
判
官
が
当
該
訴
訟
を
審
理
し
え
た
こ
と
。

b
、
呼
出
状
が
判
決
国
法
に
よ
っ
て
送
達
さ
れ
、
適
当
な
出
頭
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
。

c
、
当
事
者
が
判
決
国
法
に
よ
っ
て
出
頭
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
同
法
に
よ
っ
て
欠
席
が
確
認
さ
れ
か
つ
宣
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

d
、
判
決
国
法
に
よ
る
と
、
判
決
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
。

e
、
判
決
が
イ
タ
リ
ア
裁
判
官
の
下
し
た
判
決
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
。

f
、
同
一
の
訴
訟
に
つ
き
同
一
の
当
事
者
の
間
で
、
外
国
判
決
が
確
定
す
る
よ
り
も
先
に
、
イ
タ
リ
ア
裁
判
官
の
も
と
で
訴
訟
手
続
が
係
属
し
て

い
な
い
こ
と
。

g
、
判
決
が
、
イ
タ
リ
ア
の
公
序
に
反
す
る
判
断
を
含
ん
で
い
な
い
こ
と
。

（2）

判
決
の
実
行
（attu

azion
e

）
の
た
め
に
は
、
外
国
判
決
お
よ
び
そ
の
有
効
性
を
宣
言
す
る
控
訴
院
の
判
決
に
も
と
づ
い
て
、
名
義
（titolo

）

が
作
成
さ
れ
る
。

（
14
）

一
八
六
五
年
イ
タ
リ
ア
民
法
典
前
加
編
一
〇
条
三
項
は
、
外
国
判
決
の
執
行
に
際
し
て
は
、
民
事
訴
訟
法
典
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
執
行
宣
言
を
得
る

こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。
イ
タ
リ
ア
民
訴
法
九
四
一
条
は
こ
れ
を
受
け
て
、
外
国
判
決
に
執
行
力
を
付
与
す
る
に
は
控
訴
院
に
よ
る
有
効
宣
言
判
決
を
得
る
必
要
が
あ

る
こ
と
を
規
定
し
、
さ
ら
に
そ
の
要
件
と
し
て
、
外
国
裁
判
所
の
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
被
告
に
対
す
る
適
式
な
呼
出
し
が
あ
っ
た
こ
と
、
内
国
公
序
に
反
し
な

い
こ
と
な
ど
を
定
め
て
い
た
。
以
上
、
西
谷
・
前
掲
（
注
13
）
五
四
頁
以
下
参
照
。

（
15
）

西
谷
・
前
掲
（
注
13
）
五
九
頁
参
照
。
な
お
、
承
認
に
対
し
て
も
執
行
同
様
の
特
別
手
続
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
の
一
九
四
二
年
イ
タ
リ
ア
承
認
法
は
、

一
九
九
五
年
の
イ
タ
リ
ア
国
際
私
法
改
正
に
よ
り
、
特
別
手
続
を
必
要
と
し
な
い
承
認
法
制
へ
と
改
め
ら
れ
た
（
西
谷
・
前
掲
（
注
13
）
七
二
頁
参
照
）。
条
文
は
次

の
通
り
（M

aterialien
Italien

,
G

esetz
vom

31 .
M

ai1995
N

r.218 ,
R

eform
d

es
Italien

isch
en

S
ystem

s
d

es
In

tern
ation

alen
P

rivatrech
ts,

R
abelsZ

61

（1997

）,S
.344 ff.

お
よ
び
奥
田
安
弘
＝
桑
原
康
行
「
イ
タ
リ
ア
国
際
私
法
の
改
正
」
戸
籍
時
報
四
六
〇
号
（
一
九
九
六
年
）
六
八
頁
以
下
参
照
）。

【
一
九
九
五
年
イ
タ
リ
ア
国
際
私
法
典
】

六
四
条
　
外
国
判
決
は
、
次
の
場
合
、
い
か
な
る
手
続
を
も
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
。

a
、
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
管
轄
法
に
よ
る
と
、
判
決
を
言
渡
し
た
裁
判
官
が
当
該
訴
訟
を
審
理
し
え
た
こ
と
。

b
、
訴
訟
手
続
の
開
始
が
、
訴
訟
が
行
わ
れ
た
地
の
法
律
に
よ
っ
て
被
告
に
通
知
さ
れ
て
お
り
、
防
御
に
関
す
る
基
本
的
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
な
い



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
七
巻
　
　
第
二
・
三
号
（
二
〇
〇
五
年
　
二
月
）

こ
と
。

c
、
当
事
者
が
、
判
決
国
法
に
よ
っ
て
出
頭
し
た
か
、
あ
る
い
は
同
法
に
よ
っ
て
欠
席
が
宣
告
さ
れ
た
こ
と
。

d
、
判
決
国
法
に
よ
る
と
、
外
国
判
決
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
。

e
、
外
国
判
決
が
、
イ
タ
リ
ア
裁
判
官
に
よ
っ
て
言
渡
さ
れ
た
確
定
判
決
と
矛
盾
し
て
い
な
い
こ
と
。

f
、
同
一
の
争
訟
に
つ
き
同
一
の
当
事
者
間
で
、
外
国
の
訴
訟
手
続
よ
り
も
先
に
開
始
さ
れ
た
内
国
訴
訟
手
続
が
係
属
し
て
い
な
い
こ
と
。

g
、
外
国
判
決
の
内
容
が
公
序
に
反
す
る
結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
。

（
16
）

ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
一
八
八
三
年
一
月
二
九
日
判
決
（R

G
Z

B
d

.8 ,N
r.115 ,S

.385 f.

）。
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
二
節
に
お
い
て
後
述
。

（
17
）

執
行
制
度
が
、
領
邦
相
互
間
の
政
治
的
原
理
か
ら
、
法
的
原
則
へ
と
変
容
す
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
矢
ケ
崎
武
勝
「
外
国
判
決
の
執
行
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
体
系
の

原
則
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
若
干
の
史
的
考
察
」
国
際
法
外
交
雑
誌
六
一
巻
三
号
（
一
九
六
二
年
）
一
七
八
頁
、
お
よ
び
小
室
・
前
掲
（
注
9
）
の
両
稿
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
一
八
七
七
年
民
訴
法
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
矢
ケ
崎
・
同
論
文
二
〇
〇
頁
以
下
、
小
室
・
前
掲
（
注
9
）
三
七
頁
以
下
、
お
よ
び

中
西
・
前
掲
（
注
9
）（
二
）
一
三
五
巻
四
号
二
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
18
）

ド
イ
ツ
民
法
典
成
立
史
に
関
し
て
は
、
石
部
雅
亮
「
ド
イ
ツ
民
法
典
の
成
立
史
に
関
す
る
一
考
察
」
比
較
法
研
究
（
一
九
九
七
年
）
五
頁
以
下
、
お
よ
び
同
「
ド
イ

ツ
民
法
典
編
纂
史
概
説
」
石
部
雅
亮
編
『
ド
イ
ツ
民
法
典
の
編
纂
と
法
学
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
三
頁
以
下
に
詳
し
い
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
民
法
編
纂

資
料
に
関
し
て
は
、
児
玉
寛
＝
大
中
有
信
「
ド
イ
ツ
民
法
典
編
纂
資
料
一
覧
」
石
部
雅
亮
編
・
前
掲
書
ｖ
頁
以
下
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
参
照
さ
れ
た
い
。

（
19
）

民
法
準
備
草
案
の
初
版
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
）
で
は
五
条
か
ら
四
〇
条
、
改
訂
版
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
）
で
は
五
条
か
ら
三
九
条
で
あ
る
。
そ
の
後

の
制
定
過
程
に
お
い
て
、
国
際
私
法
が
特
別
法
で
あ
る
民
法
施
行
法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
長
い
間
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
、
民
法
典
編
纂
作
業
に
お
け
る
、
国
際
私
法
制
定
に
関
す
る
資
料
の
公
表
が
遅
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

民
法
典
編
纂
作
業
に
関
し
て
は
、
作
成
当
初
か
ら
委
員
会
議
事
録
や
草
案
等
、
数
多
く
の
資
料
が
公
表
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
私
法
に
関
し
て
は
、
主

と
し
て
以
下
の
二
つ
の
時
期
に
関
す
る
資
料
は
当
初
公
表
さ
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
遅
れ
て
公
表
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
つ
は
、
民
法
準
備
草
案
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
・
第
二
草
案
）
か
ら
民
法
典
制
定
第
一
委
員
会
の
議
論
を
経
て
第
一
草
案
に
い
た
る
時
期
の
資
料
で
あ
り
、
ま
た

一
つ
は
、
民
法
典
制
定
第
二
委
員
会
終
了
後
連
邦
参
議
院
審
議
ま
で
の
時
期
の
資
料
で
あ
る
。
民
法
準
備
草
案
に
関
し
て
は
、
一
九
一
五
年
に
な
っ
て
か
らN

iem
eyer

の
手
に
よ
り
公
表
さ
れ
（T

h
e
o

d
o

r
N

ie
m

e
y

e
r,

Z
u

r
V

orgesch
ich

te
d

es
in

tern
ation

alen
P

rivatrech
ts

im
D

eu
tsch

en
B

ü
rgerlich

en
G

esetzb
u

ch
,

（M
ü

n
ch

en
/L

eip
zig,

1915

））、
そ
の
他
の
部
分
、
す
な
わ
ち
民
法
典
制
定
第
一
委
員
会
に
よ
る
第
一
草
案
お
よ
び
そ
の
理
由
書
、
そ
し
て
第
二
委
員
会
終
結
後
か
ら

一
三



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

一
四

連
邦
参
議
院
で
の
議
論
に
い
た
る
過
程
に
つ
い
て
は
一
九
七
三
年
にH

artw
ieg/K

orkisch

の
資
料
集
（O

s
k

a
r

H
a

r
tw

ie
g
/F

r
ie

d
r
ic

h
K

o
r
k

is
c
h

,
D

ie
geh

eim
en

M
aterialien

zu
r

kod
ifikation

d
es

d
eu

tsch
en

In
tern

ation
alen

P
rivatrech

ts
1881 -1896 ,

（T
ü

bin
gen

,1973

））
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

H
artw

ieg/K
o

rk
isch

の
資
料
集
に
お
い
て
は
、
そ
の
冒
頭
でH

artw
ieg

に
よ
り
、
国
際
私
法
に
関
す
る
か
か
る
立
法
作
業
に
つ
い
て
の
資
料
の
公
表
が
妨
げ
ら
れ

た
理
由
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
国
際
私
法
の
民
法
施
行
法
へ
の
移
動
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
つ
い
て
、
同
資
料
集
の
意
義
と
と
も
に
説
明
が
な
さ
れ
て

い
る
（O

s
k

a
r

H
a

r
tw

ie
g,

D
ie

E
n

tsteh
u

n
g

d
er

A
rt.7 -31

E
G

B
G

B
,

in
:

d
e
r
s
./F

r
ie

d
r
ic

h
K

o
r
k

is
c
h

,
D

ie
geh

eim
en

M
aterialien

zu
r

kod
ifikation

d
es

d
eu

tsch
en

In
tern

ation
alen

P
rivatrech

ts1881 -1896 ,

（T
ü

bin
gen

,1973

）,S
.23 ff.

）。H
artw

ieg

に
よ
る
と
、
国
際
私
法
に
関
す
る
規
定
を
民
法
典
の
中
に
お

く
こ
と
に
対
し
て
は
、
成
文
化
自
体
不
必
要
で
あ
る
し
、
ま
し
て
や
国
内
法
で
あ
る
こ
と
が
明
確
な
民
法
典
に
お
け
る
規
律
は
必
要
で
な
い
と
す
る
外
務
省
（d

as

A
u

sw
ärtige

A
m

t

）
と
、
必
要
で
あ
る
と
す
る
帝
国
司
法
庁
（d
as

R
eich

sju
stizam

t

）
の
間
に
見
解
の
相
違
が
あ
り
、
立
法
作
業
を
通
じ
か
か
る
相
違
が
顕
在
化
し

た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
妥
協
と
し
て
、
民
法
施
行
法
に
お
け
る
規
律
の
道
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
（s.

H
a

r
tw

ie
g,a.a.O

.S
.32

）。

（
20
）

児
玉
＝
大
中
・
前
掲
（
注
18
）
viii
頁
以
下
参
照
。

（
21
）

な
お
、E

G
B

G
B

に
規
定
さ
れ
た
国
際
私
法
規
定
と
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
に
端
を
発
す
る
草
案
と
の
異
質
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
注
（
19
）
に
述
べ
た
よ
う
な

事
情
が
そ
の
背
景
に
あ
る
と
さ
れ
る
点
（H

a
r
tw

ie
g,

a.a.O
.（F

n
.19

）,S
.38 f.

）
に
つ
い
て
も
考
慮
が
必
要
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
外
国
判
決
承
認
規
定
は
、
本
文
に

述
べ
た
よ
う
に
、
民
法
典
制
定
第
二
委
員
会
に
お
い
て
す
で
に
民
法
典
に
お
け
る
規
定
が
断
念
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
に
始
ま
る
起
草
過
程
に
お

け
る
議
論
を
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
七
巻
　
　
第
二
・
三
号
（
二
〇
〇
五
年
　
二
月
）

第
二
章
　
民
法
典
制
定
第
一
委
員
会
審
議
に
い
た
る
ま
で

第
一
節
　
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案

第
一
項
　
概
観

一
八
七
四
年
、
連
邦
参
議
院
は
民
法
典
制
定
第
一
委
員
会
の
委
員
選
任
を
行
い
（
22
）

、
委
員
は
引
き
続
い
て
準
備
草
案
作
成
の
任
務
を
五
人
に
割
り
振

っ
た
。
準
備
草
案
の
お
の
お
の
の
部
分
の
起
草
は
、
途
中
、
個
々
の
部
分
の
内
容
に
齟
齬
が
生
じ
な
い
よ
う
に
会
合
が
設
け
ら
れ
な
が
ら
、
一
八
八

一
年
一
〇
月
ま
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
う
ち
民
法
総
則
の
部
分
に
つ
い
て
は
バ
ー
デ
ン
参
事
官G

eb
h

ard

の
担
当
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
民
法
総
則
に
は

抵
触
法
（K

o
llisio

n
sre

c
h

t

）
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
た
め
（
23
）

、G
e

b
h

a
rd

は
国
際
私
法
に
関
す
る
問
題
を
も
取
り
扱
う
こ
と
と
な
っ
た
（
24
）

。

G
eb

h
ard

は
、
遅
く
と
も
一
八
七
九
年
に
自
分
の
担
当
部
分
に
関
す
る
準
備
草
案
を
詳
細
な
理
由
を
付
し
て
完
成
さ
せ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
な
お
、

G
eb

h
ard

は
の
ち
に
、
修
正
を
加
え
た
第
二
版
を
準
備
草
案
と
し
て
提
出
し
、
第
二
版
が
第
一
委
員
会
の
審
議
資
料
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

以
後
、
本
稿
で
はG

ebh
ard

の
準
備
草
案
を
、
初
版
を
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
と
し
て
、
第
二
版
を
同
第
二
草
案
と
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
）。

ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
三
七
条
に
お
い
て
、G

eb
h

ard

は
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
規
定
を
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
規
定
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
（
25
）

。

前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
当
時
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
外
国
判
決
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
〇
条
お
よ
び
六
六
一
条
に

執
行
に
関
す
る
規
定
が
見
出
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
承
認
に
関
す
る
規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
か
か
る
状
況
に
あ
っ
てG

eb
h

ard

は
、
国
際
私
法

一
五



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

一
六

に
関
す
る
規
定
（
同
草
案
五
条
か
ら
三
九
条
）
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
三
七
条
に
外
国
判
決
の
承
認
の
効
果
に
関
す
る
規
定
を
お
き
、
ま
た
こ
れ
に
あ

わ
せ
て
執
行
制
度
に
関
す
る
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
に
つ
い
て
も
規
定
の
仕
方
を
変
え
る
こ
と
を
規
定
し
た
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
四

〇
条
）。
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
〇
条
、
六
六
一
条
お
よ
び
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
三
七
条
、
四
〇
条
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
一
八
七
七
年
民
訴
法
】

六
六
〇
条
　
（1）

外
国
裁
判
所
の
判
決
に
基
づ
く
強
制
執
行
は
、
執
行
判
決
に
よ
っ
て
そ
の
許
可
が
宣
告
さ
れ
た
と
き
に
の
み
行
わ
れ
る
。

（2）

執
行
判
決
の
付
与
を
求
め
る
訴
え
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
が
そ
の
一
般
裁
判
権
を
有
す
る
地
の
区
裁
判
所
ま
た
は
地
方
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
。

か
か
る
一
般
的
裁
判
権
の
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
二
四
条
に
よ
り
債
務
者
に
対
し
て
訴
え
を
提
起
し
う
る
区
裁
判
所
ま
た
は
地
方
裁
判
所
が
管
轄
権
を

有
す
る
。

六
六
一
条
　
（1）

執
行
判
決
は
判
断
の
正
当
性
を
審
査
す
る
こ
と
な
く
な
さ
れ
る
。

（2）

執
行
判
決
は
以
下
の
場
合
に
は
下
さ
れ
な
い
。

①
外
国
裁
判
所
の
判
決
が
、
判
決
国
法
に
よ
る
と
い
ま
だ
確
定
力
を
得
て
い
な
い
場
合

②
強
制
執
行
の
許
容
性
に
関
し
て
判
断
す
る
ド
イ
ツ
裁
判
官
の
法
に
よ
る
と
強
制
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
を
、
執
行
に
よ
っ
て
強
制
す
る
こ

と
に
な
る
場
合

③
強
制
執
行
の
許
容
性
に
関
し
て
判
断
す
る
ド
イ
ツ
裁
判
官
の
法
に
よ
る
と
、
外
国
裁
判
所
が
属
す
る
国
の
い
か
な
る
裁
判
所
に
も
管
轄
が
認
め
ら
れ
な

い
場
合

④
判
決
債
務
者
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
っ
て
応
訴
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
開
始
の
呼
出
も
し
く
は
命
令
が
判
決
国
に
お
い
て
本
人
に
送
達
さ
れ
ず
、

ま
た
は
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
司
法
共
助
に
よ
っ
て
送
達
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

⑤
相
互
性
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合
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【
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
】

三
七
条
　
（1）

判
決
の
効
力
は
判
決
国
法
に
よ
っ
て
決
さ
れ
る
。

（2）

外
国
裁
判
所
の
判
決
は
次
の
場
合
に
は
承
認
さ
れ
な
い
。

①
判
決
国
法
に
よ
る
と
判
決
が
い
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
場
合

②
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
外
国
裁
判
所
の
属
す
る
国
の
い
か
な
る
裁
判
所
に
も
管
轄
が
存
し
な
い
場
合

③
ド
イ
ツ
法
に
よ
れ
ば
強
制
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
行
為
の
実
行
、
ま
た
は
ド
イ
ツ
法
が
被
告
の
行
為
の
結
果
と
し
て
は
認
め
て
い
な
い
私
罰
の
支
払
い

を
命
じ
る
場
合

④
当
事
者
の
一
方
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
り
、
か
つ
七
条
一
項
、
一
六
条
、
一
八
条
、
二
一
条
、
二
二
条
お
よ
び
二
四
条
の
諸
原
則
に
当
該
ド
イ
ツ
人
の
不
利
に

な
る
か
た
ち
で
抵
触
し
て
い
る
場
合

⑤
被
告
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
り
、
か
つ
応
訴
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
開
始
の
呼
出
も
し
く
は
命
令
が
、
判
決
国
に
お
い
て
本
人
に
送
達
さ
れ
ず
、

ま
た
司
法
共
助
の
付
与
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
い
て
も
そ
の
者
に
送
達
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

（3）

外
国
裁
判
所
の
判
決
は
、
同
等
の
判
決
に
認
め
ら
れ
る
ド
イ
ツ
法
に
よ
っ
て
効
果
よ
り
大
き
な
効
果
を
有
し
な
い
。

四
〇
条
　
民
訴
法
六
六
一
条
に
代
え
て
、
以
下
の
規
定
を
お
く
。

次
の
場
合
に
は
執
行
判
決
を
言
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

①
本
法
典
三
七
条
に
よ
る
と
外
国
裁
判
所
の
判
決
が
承
認
さ
れ
な
い
場
合

②
相
互
の
保
証
が
な
い
場
合

両
者
を
比
較
す
る
と
、
第
一
に
、G

eb
h

ard

は
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
規
定
を
国
際
私
法
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
当
時
民
訴
法
に
規
定
さ
れ

て
い
た
執
行
規
定
と
は
区
別
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
こ
で
、G

eb
h

ard

は
な
ぜ
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
規
定
を
国
際
私
法

の
規
定
の
中
に
お
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
七



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

一
八

第
二
に
、
承
認
は
一
定
の
要
件
を
具
備
し
た
場
合
に
生
じ
る
と
い
う
法
制
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
要
件
は
全
体
と
し
て
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六

一
条
と
大
枠
で
一
致
し
、
と
く
に
三
七
条
二
項
一
号
、
二
号
、
五
号
要
件
の
よ
う
に
、
当
時
存
在
し
て
い
た
執
行
判
決
言
渡
し
の
た
め
の
要
件
と
重

な
る
部
分
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
一
方
で
、
承
認
要
件
に
お
い
て
新
設
さ
れ
あ
る
い
は
要
件
が
加
重
さ
れ
て
い
る
要
件
（
前
者
と
し
て

同
条
四
号
、
後
者
と
し
て
同
条
三
号
）
や
、
承
認
要
件
に
お
い
て
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
要
件
（
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
五
号
要
件
）
の

よ
う
に
、
執
行
判
決
言
渡
し
の
要
件
と
は
異
な
る
要
件
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。
思
う
に
、
承
認
の
た
め
の
要
件
が
執
行
判
決
言

渡
し
の
た
め
の
要
件
と
重
複
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
の
ち
に
、
承
認
規
定
を
民
訴
法
に
移
動
さ
せ
る
ひ
と
つ
の
根
拠
と
も
な
っ
た
と
も
い
え
る

の
で
あ
り
、
な
ぜ
執
行
判
決
言
渡
し
の
要
件
と
大
枠
で
一
致
さ
せ
る
形
で
承
認
要
件
を
定
立
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の

上
で
、
な
ぜ
執
行
判
決
要
件
と
異
な
る
要
件
を
掲
げ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
で
、G

eb
h

ard

が
承
認
の
趣
旨
を
ど

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
の
か
を
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
ま
ず
外
国
判
決
承
認
規
定
を
国
際
私
法
の
中
に
お
い
た
趣
旨
に
つ
い
て
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
理
由
書
の
該
当
部
分
を

紹
介
す
る
（
第
二
項
）。
次
に
、
承
認
の
た
め
の
具
体
的
要
件
に
つ
い
て
、
既
に
存
在
し
た
外
国
判
決
の
執
行
に
関
す
る
規
定
と
承
認
に
関
す
る
規

定
の
関
係
に
つ
い
てG

eb
h

ard

が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
、
検
討
を
加
え
る
。
具
体
的
に
は
ま
ず
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
四
〇
条
の
規
定

の
仕
方
に
あ
ら
わ
れ
る
一
般
論
を
検
討
し
（
第
三
項
）、
次
い
で
承
認
要
件
は
執
行
要
件
と
ど
の
よ
う
に
異
な
り
う
る
の
か
、
公
序
に
つ
い
て
（
第

四
項
）
お
よ
び
相
互
性
に
つ
い
て
（
第
五
項
）、G

ebh
ard

が
草
案
理
由
書
で
述
べ
た
見
解
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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第
二
項
　
国
際
私
法
の
一
環
と
し
て
の
規
定

外
国
判
決
の
承
認
に
関
す
る
規
定
を
国
際
私
法
の
中
に
お
く
の
か
、
こ
の
点
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
に
お
け
る
外
国
判
決
承
認
規
定
の
お
か

れ
て
い
る
条
文
の
位
置
に
着
目
し
つ
つ
草
案
理
由
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
明
確
に
示
唆
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

G
eb

h
ard

は
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
三
七
条
を
、
訴
訟
開
始
が
係
争
中
の
法
律
関
係
に
与
え
る
効
力
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
三
六
条
と
前
後
に
並

べ
て
お
き
、
ま
た
草
案
理
由
も
、
こ
れ
ら
二
条
が
一
体
の
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
26
）

。
外
国
判
決
の
効
力
、
さ
ら
に
は
訴
訟
開
始
の

効
力
と
い
っ
た
手
続
面
に
か
か
わ
る
問
題
が
、
主
と
し
て
実
体
的
法
律
関
係
に
関
す
る
問
題
を
取
り
扱
う
国
際
私
法
に
お
い
て
規
律
さ
れ
る
べ
き
と

さ
れ
て
い
る
の
か
、
こ
の
点
に
着
目
し
な
が
ら
、
以
下
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
理
由
書
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

【
一
八
八
一
年
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
】

三
六
条
　
（1）

訴
訟
開
始
が
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
に
係
属
し
て
い
る
法
律
関
係
に
与
え
る
効
力
に
つ
い
て
は
、
そ
の
効
力
が
訴
訟
法
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
な
い
限

り
に
お
い
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
関
係
を
規
律
す
る
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

（2）

外
国
裁
判
所
に
係
属
す
る
訴
訟
の
開
始
の
効
力
は
、
そ
れ
が
私
法
的
性
質
を
有
す
る
か
訴
訟
法
的
性
質
を
有
す
る
か
（p

rivatrech
tlich

er
od

er

p
rozessu

aler
N

atu
r

）
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
場
合
に
は
承
認
（A

n
erken

n
u

n
g

）
さ
れ
な
い
。

①
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
外
国
裁
判
所
の
属
す
る
国
の
い
か
な
る
裁
判
所
に
も
管
轄
が
存
し
な
い
場
合

②
訴
え
が
ド
イ
ツ
人
に
対
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
か
つ
応
訴
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
開
始
の
呼
出
も
し
く
は
命
令
が
、
判
決
国

に
お
い
て
本
人
に
送
達
さ
れ
ず
、
ま
た
司
法
共
助
の
付
与
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
い
て
も
そ
の
者
に
送
達
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

一

G
eb

h
ard

は
、
三
六
条
お
よ
び
三
七
条
の
草
案
理
由
冒
頭
で
、
訴
訟
と
い
う
も
の
、
と
く
に
訴
訟
開
始
と
い
う
事
実
や
判
決
が
実
体
的
法

一
九



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

二
〇

律
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
す
存
在
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
（
27
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
問
題
と
な
る
実
体
的
法
律
関
係
の
準
拠
法
が
裁
判
官
の
法
（
す
な
わ
ち
法

廷
地
法
）
と
異
な
る
場
合
に
、
訴
訟
開
始
や
判
決
が
当
該
訴
訟
の
対
象
と
な
る
実
体
的
法
律
関
係
に
ど
の
よ
う
な
効
力
を
も
た
ら
す
か
を
判
断
す
る

た
め
の
法
を
決
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。G

eb
h

ard

の
視
点
は
、「
訴
訟
を
規
律
す
る
法
」
と
「
実
体
的
法
律
関
係
の
準
拠
法
」
が
異
な
る
場
合

を
念
頭
に
お
き
、
か
か
る
場
合
に
実
体
的
法
律
関
係
へ
訴
訟
が
及
ぼ
す
影
響
を
い
ず
れ
の
法
が
決
す
る
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、「
訴
訟
開
始
」
が
法
律
関
係
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
検
討
の
結
果
（
28
）

、
問
題
と
な
る
効
力
が
訴
訟
法
的
効
力
で
あ
る
か
実
体
的

効
力
で
あ
る
か
を
区
別
し
、
実
体
的
効
力
に
属
す
と
判
断
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
律
関
係
の
準
拠
法
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
規
定
す
る
（
29
）

。

他
方
、「
判
決
」
が
法
律
関
係
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
、
訴
訟
を
規
律
す
る
法
た
る
判
決
国
法
が
も
っ
ぱ
ら
基
準
と
な

る
と
し
て
い
る
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
三
七
条
一
項
）。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
開
始
と
い
う
も
の
が
問
題
と
な
る
効
力
と
い
う
の
は
当
事
者
の
側

の
請
求
権
の
主
張
と
い
う
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
判
決
は
訴
訟
資
料
に
基
づ
い
て
正
当
と
さ
れ
る
裁
判
官
の
言
渡
し
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
。
裁
判
官
が
当
該
判
決
言
渡
し
に
権
限
を
有
し
て
い
る
以
上
、
当
該
裁
判
官
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
判
決
に
対
し
て
は
、
裁
判
官
の
国
で
与

え
ら
れ
る
の
と
同
様
の
意
味
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
判
決
国
法
（R

ech
te

d
es

P
rozeß

gerich
ts

）
に
よ
っ
て
判
断
さ

れ
る
の
は
、
判
決
に
服
し
た
法
律
関
係
に
対
す
る
判
決
の
直
接
的
効
力
の
み
な
ら
ず
、
当
該
判
決
の
既
判
力
の
範
囲
お
よ
び
第
三
者
へ
の
有
効
性
に

関
し
て
も
で
あ
る
（
30
）

、
と
。
こ
の
よ
う
に
判
決
が
当
該
法
律
関
係
に
与
え
る
影
響
を
考
え
る
際
に
は
、
当
該
実
体
的
法
律
関
係
の
準
拠
法
も
考
慮
に
値

す
る
も
の
の
、
裁
判
官
が
当
該
訴
訟
お
よ
び
判
決
に
権
限
を
有
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
判
決
の
効
力
も
当
該
裁
判
官
の
法
、
す
な
わ
ち
判
決
国
法
を

基
準
と
し
て
判
断
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

二

以
上
の
議
論
を
前
提
と
し
た
上
でG

eb
h

ard

は
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
開
始
な
い
し
判
決
が
「
外
国
」
で
の
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
論
を
進
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め
る
。
当
該
実
体
的
法
律
関
係
に
関
す
る
訴
訟
が
外
国
裁
判
所
に
お
い
て
係
属
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
判
決
が
下
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
場
合
に
、
そ

の
よ
う
な
事
実
に
、
内
国
で
ど
の
よ
う
な
意
味
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
と
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
（
31
）

。

G
ebh

ard

は
一
定
の
要
件
を
掲
げ
た
上
で
所
定
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
は
、
訴
訟
開
始
の
効
力
お
よ
び
外
国
判
決
の
「
承
認
を
拒
絶
す
る
（
32
）」

も
の
と
規
定
し
た
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
三
六
条
二
項
、
三
七
条
二
項
）。
こ
こ
で
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
た
外
国
訴
訟
開
始
の
効
力
お
よ
び
外
国

判
決
は
「
承
認
」
さ
れ
、
三
六
条
一
項
お
よ
び
三
七
条
一
項
と
同
様
の
取
扱
い
、
換
言
す
る
と
、
訴
訟
開
始
が
実
体
的
法
律
関
係
に
与
え
る
影
響
は
、

当
該
効
力
が
民
事
法
に
関
す
る
限
り
判
決
国
法
で
は
な
く
実
体
的
法
律
関
係
の
準
拠
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
、
他
方
、
外
国
判
決
の
効
力
は
、
当
該

法
律
関
係
の
準
拠
法
に
よ
っ
て
で
は
な
く
判
決
国
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
外
国
判
決
の
効
力
が
判
決
国
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
結
果
、
問
題
と
な
る
外
国
判
決
の
効
力
が
同
種
の
法
律
関
係
に
対

す
る
内
国
判
決
が
有
す
る
効
力
と
異
な
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
三
七
条
三
項
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ

が
締
結
し
て
い
る
条
約
に
含
ま
れ
て
い
る
条
項
に
な
ら
い
、
外
国
判
決
に
は
同
等
の
内
国
判
決
に
ド
イ
ツ
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
効
果
よ
り
も
大

き
な
効
果
は
付
与
し
な
い
旨
の
規
定
が
お
か
れ
た
（
33
）

三

以
上
の
検
討
よ
り
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
三
七
条
一
項
は
、
単
に
、
外
国
判
決
に
い
か
な
る
効
果
を
与
え
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
規

定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
訴
訟
係
属
に
端
を
発
す
る
訴
訟
上
の
行
為
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
と
い

う
観
点
か
ら
、
統
一
的
に
検
討
さ
れ
た
一
規
定
で
あ
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
外
国
判
決
と
い
う
訴
訟
上
の
行
為
を
、
訴
訟
法
上
の
問
題
と
し
て
の

み
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
民
訴
法
に
お
け
る
規
定
が
想
定
さ
れ
る
が
、G

eb
h

ard

は
こ
の
よ
う
に
外
国
判
決
が
実
体
的
法
律
関
係
に
い
か
な
る
影
響
を

及
ぼ
す
か
と
い
う
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。
す
な
わ
ち
、
実
体
的
法
律
関
係
の
規
律
に
関
し
て
外
国
の
法
が
ど
の
よ
う
に
働
く
の
か
を
決
す
る

二
一



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

二
二

の
が
国
際
私
法
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
外
国
訴
訟
あ
る
い
は
外
国
判
決
が
実
体
的
法
律
関
係
の
規
律
に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
働
く
の
か
を
決
す
る
こ

と
も
ま
た
、
当
然
国
際
私
法
の
任
務
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
国
際
私
法
に
お
け
る
規
定
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
項
　
承
認
規
定
と
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
の
関
係

前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、G

eb
h

ard

は
外
国
判
決
の
承
認
の
問
題
を
実
体
的
法
律
関
係
の
側
か
ら
見
る
こ
と
で
国
際
私
法
の
問
題
の
一
環
と
し
て

捉
え
た
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
起
草
に
あ
た
っ
て
は
起
草
当
時
す
で
に
存
在
し
た
、
外
国
判
決
の
執
行
に
関
す
る
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
の

存
在
は
大
き
く
、
同
条
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
す
で
に
存
在
す
る
執
行
規
定
と
の
関
係
に
つ
い
て
、G

eb
h

ard

は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。G

ebh
ard

は
こ
の
点
に
つ
き
草
案
理
由
書
に
お
い
て
、
承
認
と
執
行
の
関
係
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
一
般
的
に
述
べ
て
い
る
。

G
eb

h
ard

は
、
外
国
判
決
の
執
行
は
、
外
国
判
決
の
承
認
お
よ
び
外
国
判
決
に
先
行
す
る
訴
訟
上
の
行
為
の
承
認
を
前
提
と
し
て
含
ん
で
い
る
、

す
な
わ
ち
、
外
国
判
決
の
執
行
が
、
外
国
裁
判
官
の
判
断
（Ju

d
ik

ats

）
に
既
判
力
の
抗
弁
と
し
て
の
資
格
を
認
め
る
と
い
う
外
国
判
決
の
承
認
を

前
提
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
該
外
国
判
決
に
基
づ
く
執
行
に
必
要
な
内
国
執
行
機
関
の
発
動
を
求
め
る
と
い
う
外
国
判
決

の
執
行
の
た
め
に
は
、
単
に
外
国
判
決
に
既
判
力
の
抗
弁
と
し
て
の
資
格
を
認
め
る
承
認
の
場
合
よ
り
も
加
重
さ
れ
た
要
件
充
足
を
必
要
と
す
る
こ

と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
承
認
の
た
め
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
執
行
に
関
す
る
要
件
が
す
で
に
存
在
す
る
と
し
て
も
、
外

国
判
決
の
承
認
が
「
執
行
」
よ
り
も
少
な
い
要
件
の
も
と
で
認
め
ら
れ
る
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
要
件
を
定
立
す
る
の
で
あ

れ
ば
そ
の
内
容
は
執
行
要
件
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
要
請
す
る
に
と
ど
ま
る
、
と
述
べ
る
の
で
あ
る
（
34
）

。

以
上
の
よ
う
にG

eb
h

ard

は
外
国
判
決
の
執
行
に
と
っ
て
承
認
は
前
提
要
件
で
あ
り
、
執
行
に
関
し
て
は
承
認
を
前
提
と
し
て
そ
れ
に
さ
ら
な
る
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要
件
が
加
え
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
基
礎
に
し
、
現
実
に
承
認
要
件
を
定
め
る
に
際
し
て
は
、
執
行
に
関
し
て
現
存
す
る
民
訴
法
を
参
照
し
な
が

ら
作
成
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
草
案
の
規
定
の
仕
方
に
も
現
れ
て
い
る
。G

eb
h

ard

は
承
認
と
執
行
の
両
方
を
草
案
中
に
そ
れ
ぞ

れ
三
七
条
、
四
〇
条
に
規
定
し
、
執
行
要
件
を
定
め
る
草
案
四
〇
条
に
お
い
て
、
承
認
要
件
で
あ
る
草
案
三
七
条
を
要
件
の
ひ
と
つ
と
し
て
全
面
的

に
組
み
入
れ
た
上
で
取
り
込
ん
だ
上
で
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
四
〇
条
一
項
）、
さ
ら
に
承
認
要
件
に
は
な
い
相
互
性
要
件
を
新
た
に
執
行
要

件
と
し
て
設
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
（
同
草
案
四
〇
条
二
項
）。
そ
し
て
承
認
要
件
自
体
は
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
を
参
照
し
た
た
め
、

結
果
と
し
て
承
認
要
件
は
そ
の
当
時
存
在
し
て
い
た
執
行
要
件
と
大
枠
と
一
致
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
三
七
条
規
定
の
承
認
要
件
と
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
規
定
の
執
行
要
件
と
の
間
に
は
、

大
き
く
分
け
て
二
つ
の
相
違
点
が
存
在
す
る
。
第
一
に
、
執
行
要
件
た
る
民
訴
法
六
六
一
条
一
項
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
実
質
的
再
審
査
禁
止
原
則

が
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
の
承
認
に
関
す
る
規
定
に
お
い
て
は
、
三
七
条
二
項
三
号
お
よ
び
四
号
と
い
う
二
つ
の
規
定
に
よ
り
破
ら
れ
て
お
り
、
も

は
や
実
質
的
再
審
査
原
則
は
民
訴
法
六
六
一
条
か
ら
も
削
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
35
）

。
第
二
に
、
民
訴
法
六
六
一
条
五
項
の
相
互
性
要
件
が
、

ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
の
承
認
規
定
に
お
い
て
は
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
36
）

。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
三
七
条
の
承
認

要
件
と
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
の
執
行
要
件
と
の
違
い
を
、
こ
の
二
つ
の
観
点
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
四
項
　
内
国
公
序
に
関
す
る
要
件
の
加
重

一
　
一
八
七
七
年
民
訴
法
要
件
の
継
受

G
eb

h
ard

が
承
認
要
件
を
起
草
す
る
に
際
し
て
、
ま
ず
問
題
と
し
た
の
が
、
一
八
七
七
年
ド
イ
ツ
民
訴
法
六
六
一
条
一
項
の
「
執
行
判
決
は
判
断

二
三



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

二
四

の
正
当
性
を
審
査
す
る
こ
と
な
く
な
さ
れ
る
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
実
質
的
再
審
査
禁
止
原
則
の
存
在
で
あ
っ
た
。G

eb
h

ard

は
こ
の
原
則
が
あ
る

が
ゆ
え
に
、
準
拠
法
選
択
規
則
上
の
公
序
条
項
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
三
五
条
）
が
外
国
判
決
の
執
行
や
承
認
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持

た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
唯
一
か
ろ
う
じ
て
、
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
二
項
二
号
要
件
、
す
な
わ
ち
、「
強

制
執
行
の
許
容
性
に
関
し
て
判
断
す
る
ド
イ
ツ
裁
判
官
の
法
に
よ
る
と
強
制
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
を
、
執
行
に
よ
っ
て
強
制
す
る
こ

と
に
な
る
場
合
」
と
い
う
要
件
に
お
い
て
、
内
国
公
序
保
護
の
た
め
の
条
項
が
見
出
せ
る
と
す
る
（
37
）

。
国
際
私
法
上
の
公
序
は
、
実
体
的
法
律
関
係
の

判
断
に
外
国
法
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
国
法
秩
序
が
乱
さ
れ
る
こ
と
を
く
い
止
め
る
た
め
の
安
全
弁
で
あ
る
が
、G

eb
h

ard

に
よ
る
と
、

外
国
判
決
の
承
認
に
よ
っ
て
実
体
的
法
律
関
係
の
規
律
に
外
国
判
決
の
判
断
内
容
を
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
同
様
の

問
題
が
生
じ
う
る
。
そ
の
こ
と
をG

ebh
ard

は
案
じ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
彼
は
ま
ず
、
こ
の
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
二
項
要
件
に
つ
い
て
、
民
法
準
備
草
案
の
起
草
に
際
し
て
も
、
そ
の
内
容
は
基
本
的

に
維
持
し
た
ま
ま
取
り
入
れ
る
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
三
七
条
二
項
二
号
前
段
）。
た
だ
し
、
そ
の
際
、
同
号
の
後
段
に
お
い
て
、
そ
の
内
容

を
一
歩
進
め
て
、
外
国
裁
判
所
に
お
い
て
下
さ
れ
る
私
罰
（P

rivatstrafen

）
の
承
認
に
関
し
て
も
制
限
を
加
え
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
た
（
38
）

。
と
い
う

の
も
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
一
三
条
二
項
に
お
い
て
は
、
準
拠
法
選
択
規
則
と
し
て
、
外
国
法
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
私
罰
は
、
内
国
法
が
か

か
る
私
罰
を
不
法
行
為
の
効
果
と
し
て
認
め
て
い
る
（an

erk
en

n
t

）
限
り
に
お
い
て
命
ず
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
、
と
の
規
定
を
お
く
こ
と
に
し
て

い
た
。
そ
こ
で
こ
の
規
定
と
平
仄
を
合
わ
せ
、
か
か
る
私
罰
を
命
ず
る
外
国
判
決
も
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
法
と
調
和
す
る
限
り
で
承
認
さ
れ
る
と
す
る

制
限
を
設
け
る
べ
き
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
経
緯
で
、
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
二
項
二
号
要
件
は
、
承
認
拒
絶
理
由
と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
れ
ば
強
制
す
る
こ
と
が
許
さ
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れ
な
い
行
為
の
実
行
を
命
ず
る
場
合
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
加
え
て
新
た
に
、
さ
ら
に
「
ド
イ
ツ
法
が
被
告
の
行
為
の
結
果
と
し
て
は

認
め
て
い
な
い
私
罰
の
支
払
い
を
命
ず
る
場
合
」
を
掲
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
三
七
条
二
項
三
号
前
段
お
よ
び

後
段
）。

二
　
一
八
七
七
年
民
訴
法
要
件
を
越
え
た
内
国
公
序
保
護
要
件
の
導
入

さ
ら
に
、G

eb
h

ard

は
、
外
国
判
決
中
の
判
断
に
よ
り
内
国
の
実
体
的
法
秩
序
が
乱
さ
れ
う
る
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
。
彼
は
、
一

八
七
七
年
民
訴
法
に
お
い
て
、
前
述
の
よ
う
に
外
国
判
決
の
実
質
的
再
審
査
が
禁
じ
ら
れ
、
唯
一
、
六
六
一
条
二
項
二
号
に
お
い
て
の
み
、
外
国
判

決
の
実
体
的
内
容
を
考
慮
し
う
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
後
で
、
こ
の
よ
う
に
実
体
的
判
断
を
拒
絶
す
る
シ
ス
テ
ム
を
留
保
す
る
こ
と
な
く

貫
く
こ
と
に
よ
り
、
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
問
題
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
（
39
）

。
第
一
に
財
産
法
上
の
請
求
権
に
関
し
て
、
第
二
に
ド
イ
ツ
人
の

婚
姻
お
よ
び
家
族
法
上
の
問
題
の
執
行
に
関
し
て
、
で
あ
る
。

第
一
の
財
産
法
上
の
問
題
と
は
、
外
国
判
決
が
、
内
国
法
に
よ
る
と
有
効
と
は
認
め
ら
れ
な
い
行
為
を
基
礎
と
し
て
判
断
し
て
い
る
場
合
に
も
、

か
か
る
判
決
の
執
行
を
内
国
裁
判
官
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
懸
念
で
あ
る
。G

eb
h

ard

は
こ
れ
を
た
し
か
に
無
視
で
き
な
い

問
題
で
あ
る
と
は
し
つ
つ
も
、
当
時
存
在
し
て
い
た
条
約
に
か
か
る
制
限
を
設
け
る
も
の
は
な
く
、
ま
た
こ
れ
ま
で
実
際
上
大
き
な
不
都
合
が
生
じ

て
い
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
再
審
査
禁
止
原
則
を
破
っ
て
ま
で
解
決
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
（
40
）

。

第
二
の
婚
姻
法
上
の
問
題
と
は
、
婚
姻
法
・
身
分
法
関
係
の
事
件
に
お
い
て
ド
イ
ツ
人
に
下
さ
れ
た
、
ド
イ
ツ
法
と
調
和
し
な
い
内
容
の
外
国
判

決
の
承
認
執
行
が
求
め
ら
れ
た
場
合
の
、
次
の
よ
う
な
憂
慮
で
あ
る
。
当
時
の
民
訴
法
の
国
際
的
裁
判
管
轄
規
則
は
、
婚
姻
事
件
を
は
じ
め
と
す
る

二
五
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二
六

す
べ
て
の
身
分
に
関
す
る
事
件
に
関
し
て
、
住
所
が
内
国
に
あ
る
と
外
国
に
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
住
所
を
基
準
と
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
か
か

る
問
題
の
準
拠
法
に
は
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
で
は
本
国
法
が
連
結
点
と
し
て
選
ば
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
実
質
的
再
審
査
禁
止
原
則
を
貫
く
と

す
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
人
カ
ッ
プ
ル
の
婚
姻
を
無
効
で
あ
る
と
判
断
す
る
外
国
判
決
は
、
た
と
え
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
有
効
な
婚
姻
が
成
立
し
て
い

る
場
合
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
41
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、G

eb
h

ard
は
二
つ
の
解
決
法
を
紹
介
す
る
。
ド
イ
ツ
人
の
身
分
事
件
に
関
す
る
外
国
判
決
の
承
認
執
行
を
一
切
排
除
す
る
と
の

見
解
と
、
外
国
判
決
が
ド
イ
ツ
法
を
準
拠
法
と
し
て
判
断
し
た
こ
と
を
要
求
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
の
審
査
を
す
る
と
の
見
解
で
あ
る
（
42
）

。
前
者
の
見

解
を
採
用
し
た
場
合
に
は
、
無
審
査
シ
ス
テ
ム
（d

as
S

ystem
d

er
N

ich
tp

rü
fu

n
g

）
は
守
ら
れ
る
。
し
か
し
、
外
国
に
居
住
す
る
ド
イ
ツ
人
に
関

す
る
争
訟
が
、
ド
イ
ツ
民
訴
法
の
規
定
に
よ
り
外
国
裁
判
所
の
管
轄
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
当
該
外
国
で
有
効
な
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
に
こ
れ
を

承
認
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
ド
イ
ツ
人
の
身
分
関
係
に
関
す
る
外
国
判
決
の
承
認
執
行
を
一
切
排
除
す
る
前
者
の
方
法
は
採
用

で
き
ず
、
後
者
の
方
法
の
み
が
残
さ
れ
た
。

他
方
、
ド
イ
ツ
法
を
準
拠
法
と
し
て
判
断
し
た
こ
と
を
要
件
と
す
る
後
者
の
方
法
に
対
し
て
は
、
か
か
る
保
護
の
対
象
た
る
べ
き
身
分
関
係
を
包

括
す
る
概
念
（G

esam
tbezeich

n
u

n
g

）
が
見
出
さ
れ
な
い
と
の
問
題
点
が
あ
っ
た
（
43
）

。
さ
ら
に
、
個
人
の
身
分
や
婚
姻
に
関
わ
る
法
的
争
訟
と
い
う

も
の
に
は
多
種
多
様
な
性
格
の
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
（
ア
）
婚
姻
の
存
在
、
存
続
ま
た
は
解
消
、
身
分
の
存
在
や
不
存
在
と
い
う
も

の
が
直
接
に
訴
訟
の
対
象
と
な
る
も
の
も
あ
れ
ば
、（
イ
）
婚
姻
や
離
婚
、
ま
た
は
身
分
関
係
か
ら
生
じ
た
私
法
的
な
効
果
と
し
て
の
扶
養
料
、
持

参
金
の
返
還
、
子
の
引
渡
し
な
ど
の
引
渡
し
請
求
を
目
的
と
す
る
も
の
、
ま
た
法
定
相
続
人
の
相
続
回
復
請
求
に
お
い
て
、
そ
の
法
定
相
続
人
と
さ

れ
る
者
の
嫡
出
性
が
問
題
と
な
る
場
合
に
よ
う
に
、
付
随
的
に
婚
姻
等
の
存
在
・
不
存
在
が
問
題
と
な
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
44
）

。
こ
の
よ
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う
に
身
分
関
係
に
関
わ
る
法
的
争
訟
の
多
様
性
に
か
ん
が
み
る
と
、「
身
分
関
係
」
と
い
っ
た
一
定
の
法
律
関
係
を
包
括
的
に
承
認
対
象
か
ら
除
外

す
る
と
す
る
方
法
は
、
問
題
が
な
い
方
法
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。

そ
こ
で
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
草
案
に
お
い
て
は
、
先
に
掲
げ
た
二
つ
の
解
決
法
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
手
法
で
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
試
み

ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
問
題
と
な
る
個
々
の
事
例
に
該
当
す
る
準
拠
法
選
択
規
則
を
取
り
出
し
て
列
挙
し
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
関
す
る
外
国
判
決
の

承
認
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
判
決
が
ド
イ
ツ
人
の
不
利
に
な
る
場
合
に
は
承
認
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト

第
一
草
案
三
七
条
二
項
四
号
）
（
45
）

。
こ
れ
が
内
国
人
保
護
条
項
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
で
承
認
要
件
を
定
立
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
時
す
で
に
存
在
し
て
い
た
執
行
要
件
に
関
す
る
要
件

と
で
き
る
だ
け
齟
齬
が
な
い
な
い
よ
う
に
と
、
承
認
要
件
に
存
在
し
た
内
国
公
序
に
関
す
る
要
件
が
基
礎
に
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
で
も
承
認

に
つ
い
て
は
実
体
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
に
、
執
行
要
件
と
は
異
な
る
、
承
認
要
件
よ
り
も
厳
格
な
内
国
公
序
に
関
す
る
要
件
が
必
要
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
五
項
　
相
互
性
要
件
の
不
採
用

一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
に
定
め
る
外
国
判
決
執
行
要
件
と
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
三
七
条
に
定
め
る
承
認
要
件
の
第
二
の
相
違
点
は
、

相
互
性
要
件
に
関
し
て
で
あ
る
。
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
二
項
五
号
は
相
互
性
要
件
を
定
め
て
お
り
、
こ
の
相
互
性
要
件
を
承
認
要
件
に
も

導
入
す
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、G

ebh
ard

は
こ
れ
を
不
要
で
あ
る
と
し
た
（
46
）

。

二
七
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二
八

一
　
一
八
七
七
年
民
訴
法
要
件

相
互
性
要
件
は
、
民
訴
法
草
案
段
階
の
条
文
で
あ
る
六
一
一
条
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
（
47
）

、
委
員
会
審
議
に
お
い
て
は
導
入
の
必
要
性

が
激
し
く
議
論
さ
れ
て
、
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
二
項
五
号
へ
の
導
入
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
こ
でG

eb
h

ard

は
ま
ず
、
一
八
七
七
年
民
訴
法

に
お
け
る
相
互
性
要
件
の
導
入
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た
か
を
紹
介
す
る
。

委
員
会
に
お
い
て
相
互
性
要
件
の
導
入
を
支
持
す
る
論
者
か
ら
は
、
以
下
の
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
（
48
）

。
す
な
わ
ち
、
司
法
共
助
に
お
け
る
相
互
性
の

原
則
は
、
す
べ
て
の
国
家
に
対
し
て
相
互
に
定
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
国
際
法
は
相
互
性
の
原
則
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
裁
判
所

が
下
し
た
判
決
が
外
国
裁
判
所
に
お
い
て
原
則
的
に
執
行
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
想
定
す
る
こ
と
は
誤
っ
て
い
る
。
相
互
性
要
件
を
導
入
し
な
い

と
な
る
と
、「
報
復
（R

eto
rsio

n

）」
に
よ
っ
て
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
報
復
と
い
う
措
置
は
事
後
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
報
復
原
則
の
発

動
に
は
政
治
的
中
央
機
関
に
こ
の
問
題
の
判
断
を
ゆ
だ
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
報
復
原
則
の
発
動
に

解
決
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
な
く
判
断
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、「
相
互
性
要
件
」
を
法
的
制
度
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
、
と
。

他
方
、
相
互
性
要
件
の
導
入
を
否
定
す
る
論
者
は
、
相
互
性
が
国
際
法
の
基
礎
で
あ
る
と
す
る
論
拠
に
対
し
、
相
互
性
の
要
件
は
近
時
の
国
際
法

学
者
や
国
家
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
場
面
に
お
い
て
も
相
互
的
執
行
に
つ
い
て
は
了
解
済
み
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
相
互
性
要
件
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
人
が
外
国
で
締
結
し
た
商
取
引
に
関
わ
る
外
国
判

決
の
執
行
が
で
き
な
く
な
る
な
ど
、
ド
イ
ツ
人
や
ド
イ
ツ
企
業
が
関
与
す
る
国
際
的
商
取
引
に
お
い
て
不
利
益
を
生
じ
る
こ
と
、
相
互
性
判
断
が
現

実
に
は
技
術
的
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（
49
）

。
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二
　G

eb
h
ard

の
見
解
―
―
相
互
性
不
要
説

G
eb

h
ard

は
、
前
述
の
よ
う
な
一
八
七
七
年
民
訴
法
起
草
段
階
に
お
け
る
議
論
を
紹
介
し
た
後
に
自
説
を
述
べ
る
。
執
行
要
件
と
し
て
相
互
性
を

掲
げ
た
場
合
、
相
手
国
が
ド
イ
ツ
裁
判
所
の
判
決
の
執
行
を
完
全
に
拒
絶
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
合
法
性
の
審
査
を
課
す
な
ど
、
よ
り
厳
格
な
要

件
を
課
す
場
合
に
も
、
執
行
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
す
る
（
50
）

。
ま
た
、
相
互
性
要
件
は
一
般
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
個
別

具
体
的
事
例
に
お
い
て
問
題
と
な
る
判
決
を
ド
イ
ツ
裁
判
所
が
下
し
た
と
仮
定
し
、
そ
の
ド
イ
ツ
判
決
を
当
該
外
国
が
執
行
す
る
か
を
判
断
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
個
別
事
例
に
お
い
て
、
か
か
る
判
断
は
内
国
裁
判
官
に
と
っ
て
も
決
し
て
容
易
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
も
指
摘
す
る
（
51
）

。

執
行
要
件
と
し
て
、
相
互
性
は
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、G

eb
h

ard

は
承
認
要
件
と
し
て
は
、
相
互
性
要
件
を
必
要
と
し
な
い
と
の
判
断
を
下
す
。
そ
の
根
拠
と
し
て
ま
ず
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第

一
草
案
は
三
九
条
（
52
）

に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
国
民
を
当
該
外
国
国
籍
者
よ
り
法
的
に
劣
位
に
取
り
扱
う
国
に
対
し
て
は
、
当
該
国
籍
者
に
対
し
て
「
報
復

権
（V

ergeltu
n

gsrech
t

）」
を
発
動
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
次
に
、
外
国
判
決
の
う
ち
一
定
の
重
要
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い

て
は
、
相
互
性
の
要
件
を
定
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
。
と
い
う
の
も
、
前
述
の
よ
う
に
婚
姻
の
よ
う
な
身
分
関
係
事
件
に
関
し
て

は
、
外
国
居
住
の
ド
イ
ツ
人
は
当
該
外
国
の
国
際
裁
判
管
轄
に
属
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
ド
イ
ツ
人
が
当
該
外
国
裁

判
所
に
よ
っ
て
得
た
判
決
を
、
当
該
外
国
判
決
そ
の
も
の
に
関
わ
る
事
由
以
外
の
理
由
で
承
認
し
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
不
当
で
あ
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
（
53
）

。

さ
ら
に
、
執
行
に
対
し
て
相
互
性
を
要
求
し
な
が
ら
、
他
方
で
承
認
に
は
相
互
性
を
要
求
し
な
い
こ
と
の
不
都
合
を
検
討
す
る
（
54
）

。
ド
イ
ツ
国
籍
者

が
外
国
に
居
住
す
る
ド
イ
ツ
国
籍
者
を
被
告
と
し
て
、
被
告
が
居
住
す
る
外
国
裁
判
所
に
お
い
て
確
定
力
あ
る
判
決
を
得
た
も
の
の
、
当
該
外
国
と

二
九
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三
〇

ド
イ
ツ
と
の
間
に
は
相
互
性
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
に
こ
の
外
国
判
決
を
執
行
で
き
な
い
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
こ
の
点G

eb
h

ard

は
次
の
よ
う
に

指
摘
す
る
。
債
務
者
が
後
に
ド
イ
ツ
に
転
居
し
た
と
き
に
は
、
当
該
外
国
判
決
に
つ
い
て
承
認
は
さ
れ
る
が
執
行
は
な
さ
れ
な
い
た
め
、
結
果
と
し

て
債
権
者
は
、「
当
該
債
権
に
つ
い
て
の
既
判
力
は
あ
る
も
の
の
執
行
が
で
き
な
い
」
と
い
う
法
的
状
況
に
陥
る
。
し
か
し
、G

eb
h

ard

は
、
こ
の

よ
う
な
場
合
に
は
、
当
該
外
国
判
決
の
承
認
に
よ
っ
て
、
当
該
法
律
関
係
に
対
し
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
新
訴
を
提
起
す
る
こ
と
ま
で
を
妨
げ
る
も
の

で
は
な
い
と
し
て
、
問
題
と
な
ら
な
い
と
論
じ
る
。

こ
の
よ
う
に
相
互
性
に
関
し
て
も
、
こ
れ
が
執
行
要
件
に
は
含
ま
れ
て
い
た
た
め
にG

eb
h

ard

は
考
慮
の
対
象
と
は
す
る
も
の
の
、
承
認
要
件
と

し
て
導
入
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
の
段
階
に
お
い
て
は
、
な
ぜ
承
認
要
件
に
は
相
互
性
要
件
が
必
要
と

さ
れ
な
い
の
か
、
承
認
と
執
行
の
違
い
に
言
及
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
互
性
要
件
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
る
実
際
上
の
不
都
合
性
を
指
摘
す
る
に

と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案

第
一
項
　
概
観

各
準
備
草
案
起
草
者
か
ら
準
備
草
案
が
出
揃
っ
た
後
、
一
八
八
一
年
に
は
民
法
典
制
定
第
一
委
員
会
総
会
（G

esam
tkom

m
ission

）
が
開
催
さ

れ
る
に
い
た
っ
た
（
55
）

。

し
か
し
、
国
際
私
法
の
部
分
で
あ
る
五
条
か
ら
四
〇
条
ま
で
の
審
議
は
、
他
の
部
分
が
審
議
さ
れ
る
ま
で
は
な
さ
れ
な
い
旨
の
委
員
会
決
定
が
下
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さ
れ
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
国
際
私
法
に
関
す
る
規
律
は
、
実
質
的
規
律
に
関
す
る
民
法
部
分
の
審
議
を
済
ま
せ
た
後
に
は
じ
め
て
可
能
で

あ
る
と
の
考
慮
が
働
い
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
56
）

。
こ
の
よ
う
に
国
際
私
法
に
関
す
る
部
分
の
審
議
が
後
回
し
に
さ
れ
て
い
る
間
に
、G

eb
h

ard

は
、

第
一
委
員
会
で
審
議
が
終
了
し
た
部
分
の
実
質
法
を
適
宜
参
照
し
な
が
ら
、
自
ら
の
草
案
を
修
正
し
、
一
八
八
七
年
に
は
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案

を
完
成
さ
せ
た
（
57
）

。

ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

【
一
八
八
七
年
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
】

三
七
条
　
（1）

判
決
の
効
果
は
判
決
国
法
に
よ
っ
て
決
さ
れ
る
。

（2）

外
国
裁
判
所
の
判
決
は
次
の
場
合
に
は
承
認
さ
れ
な
い
。

①
判
決
が
外
国
裁
判
所
に
妥
当
す
る
法
律
に
よ
る
と
い
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
場
合

②
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
外
国
裁
判
所
が
属
す
る
国
の
い
か
な
る
裁
判
所
に
も
管
轄
が
存
し
な
い
場
合

③
被
告
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
り
、
か
つ
応
訴
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
開
始
の
呼
出
も
し
く
は
命
令
が
、
判
決
国
に
お
い
て
本
人
に
送
達
さ
れ
ず
、

ま
た
ド
イ
ツ
司
法
共
助
の
付
与
に
よ
っ
て
も
そ
の
者
に
送
達
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

④
判
決
の
承
認
が
善
良
の
風
俗
ま
た
は
公
の
秩
序
に
反
す
る
場
合
、
ま
た
は
判
決
が
私
罰
の
宣
告
を
含
む
場
合

⑤
判
決
の
言
渡
し
に
あ
た
り
、
当
事
者
の
一
方
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
り
、
か
つ
七
条
一
項
、
一
六
条
、
一
八
条
一
項
、
二
一
条
、
二
二
条
お
よ
び
二
四
条
の
諸

原
則
に
当
該
ド
イ
ツ
人
の
不
利
に
な
る
か
た
ち
で
抵
触
し
て
い
る
場
合

（3）

外
国
裁
判
所
の
判
決
は
、
同
等
の
判
決
に
ド
イ
ツ
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
効
果
よ
り
大
き
な
効
果
を
有
し
な
い
。

四
〇
条
　
削
除

ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
と
第
二
草
案
の
間
に
は
、
若
干
の
文
言
の
変
更
（
58
）

の
ほ
か
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
で
も
問
題
と
な
っ
た
、
内
国
の
公

三
一
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三
二

序
に
関
わ
る
規
定
に
さ
ら
に
変
更
が
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
に
お
い
て
承
認
要
件
へ
の
導
入
見
送
り
が
決
定
さ
れ
た
相
互

性
要
件
に
関
し
て
も
、
結
論
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
多
く
の
紙
幅
を
割
い
て
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草

案
完
成
後
に
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
の
裁
判
例
が
下
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に
応
じ
て
学
説
に
お
い
て
も
相
互
性
要
件
に
つ
い
て
の
議
論
が
活
発
に
な
っ

た
こ
と
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
四
〇
条
が
削
除
さ
れ
た
。
前
述
の
通
り
、
第
一
草
案
四
〇
条
は
、
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る
三
七
条
の
規
定
が

創
設
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
外
国
判
決
の
執
行
要
件
を
定
め
て
い
た
民
訴
法
六
六
一
条
を
改
正
す
べ
き
旨
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

外
国
判
決
の
執
行
が
必
ず
承
認
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
執
行
要
件
を
定
め
る
民
訴
法
六
六
一
条
の
規
定
も
、
承
認
要
件
で
あ
る
ゲ

ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
三
七
条
の
充
足
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
四
〇
条
一
項
）、
お
よ
び
三
七
条
に
は
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
た
相
互
性
要
件
の

充
足
（
同
条
二
項
）
と
の
形
に
改
正
す
る
旨
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
か
か
る
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
四
〇
条
に
お
い
て
規
定
さ

れ
て
い
た
内
容
は
、
施
行
法
な
い
し
民
訴
法
改
正
関
連
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
59
）

。

四
〇
条
は
削
除
さ
れ
た
も
の
の
、
新
た
な
規
定
に
お
い
て
規
律
さ
れ
る
べ
き
内
容
と
し
て
、
草
案
理
由
書
は
二
点
挙
げ
る
。
ま
ず
、
一
八
七
七
年

民
訴
法
六
六
一
条
一
項
が
規
定
す
る
実
質
的
再
審
査
禁
止
原
則
は
引
き
続
き
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
内
国
公
序
保
護

規
定
を
設
け
た
と
し
て
も
、
こ
の
原
則
を
維
持
す
る
こ
と
は
な
お
正
当
化
し
う
る
し
、
ま
た
こ
の
原
則
自
体
は
意
義
の
あ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

の
で
あ
る
（
60
）

。
ま
た
、
相
互
性
に
関
し
て
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
に
お
い
て
は
執
行
に
関
し
て
の
み
、
民
訴
法
六
六
一
条
の
内
容
を
引
き
継
ぎ
要

件
と
し
て
存
続
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
で
は
執
行
に
関
し
て
も
こ
れ
を
不
要
と
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
61
）

。
そ

の
根
拠
と
し
て
は
、
ま
ず
、
草
案
三
七
条
で
承
認
要
件
か
ら
相
互
性
要
件
を
は
ず
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
執
行
の
要
件
と
し
て
も
こ
れ
を
除
外
す
る
こ
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と
は
憂
慮
す
べ
き
問
題
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
挙
げ
、
ま
た
、
相
互
性
要
件
そ
れ
自
身
の
有
効
性
へ
の
疑
問
、
す
な
わ
ち
相
互
性
要
件
を
緩
や
か
に

解
す
る
の
で
あ
れ
ば
内
国
民
保
護
に
資
す
も
の
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
厳
格
に
解
す
る
と
な
る
と
ほ
と
ん
ど
の
国
と
の
間
に
相
互
性
が

保
証
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
（
62
）

。

第
二
項
　
一
般
的
公
序
条
項
の
導
入

前
述
の
よ
う
に
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
で
は
、
内
国
公
序
に
関
わ
る
規
定
と
し
て
、
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
二
項
二
号
要
件
の
内
容

を
拡
大
し
て
、
ド
イ
ツ
法
上
の
強
制
禁
止
行
為
の
執
行
拒
否
、
さ
ら
に
は
、
外
国
私
罰
の
執
行
拒
否
を
も
加
え
て
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
三
七
条

二
項
三
号
を
設
け
、
さ
ら
に
内
国
人
保
護
条
項
で
あ
る
同
草
案
同
条
同
項
四
号
を
も
お
い
た
。
後
者
の
内
国
人
保
護
条
項
に
関
し
て
は
、
ゲ
ー
プ
ハ

ル
ト
第
一
草
案
に
大
き
な
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
三
七
条
二
項
五
号
と
し
て
受
け
継
が
れ
た
。
し
か
し
、
前
者

の
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
三
七
条
二
項
三
号
に
関
し
て
は
、
前
段
の
ド
イ
ツ
法
上
の
強
制
禁
止
行
為
の
執
行
拒
否
条
項
が
、
善
良
の
風
俗
ま
た

は
公
の
秩
序
に
反
す
る
判
決
の
承
認
拒
絶
へ
と
、
一
般
的
な
公
序
要
件
の
か
た
ち
に
変
更
さ
れ
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
三
七
条
二
項
四
号
と
し

て
規
定
さ
れ
た
。

G
ebh

ard

は
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
で
も
、
内
国
公
序
保
護
規
定
と
実
質
的
再
審
査
の
関
係
に
つ
い
て
改
め
て
論
じ
る
。

ま
ずG

eb
h

ard

は
、
一
八
七
七
年
民
訴
法
に
お
い
て
外
国
判
決
に
対
す
る
実
質
的
再
審
査
禁
止
原
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
再
び
触
れ
、
こ

の
原
則
が
あ
る
が
ゆ
え
に
内
国
裁
判
官
は
、
外
国
判
決
の
判
断
過
程
で
ド
イ
ツ
法
が
し
か
る
べ
き
方
法
で
考
慮
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
外
国
判
決
が

内
国
法
規
に
反
し
て
い
な
い
か
に
つ
い
て
、
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
三
七
条
二
項
三
号
お
よ
び

三
三
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三
四

五
号
は
、
か
ろ
う
じ
て
こ
の
よ
う
な
内
国
公
序
に
関
す
る
審
査
を
行
う
場
を
提
供
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
（
63
）

。
し
か
し
他
方
で
、G

eb
h

ard

は
善
良

の
風
俗
お
よ
び
公
の
秩
序
に
反
す
る
判
決
の
承
認
を
拒
絶
す
る
条
項
（
以
下
、
一
般
的
公
序
条
項
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）
の
規
定
の
必
要
性
を
説
き
、

ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
三
七
条
二
項
四
号
に
お
い
て
一
般
的
抽
象
的
な
か
た
ち
に
お
け
る
公
序
条
項
を
導
入
す
る
。
一
般
的
公
序
条
項
導
入
が
な

ぜ
必
要
な
の
か
、G

eb
h

ard

は
一
八
七
七
民
訴
法
制
定
に
い
た
る
ま
で
の
立
法
・
立
法
草
案
に
お
い
て
、
実
質
的
再
審
査
禁
止
規
定
と
内
国
公
序
に

関
す
る
審
査
規
定
が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
き
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
証
し
よ
う
と
試
み
る
。

一

民
訴
法
上
の
実
質
的
再
審
査
禁
止
原
則
は
、
司
法
共
助
の
供
与
に
関
す
る
一
八
六
九
年
六
月
二
一
日
連
邦
法
（
以
下
一
八
六
九
年
連
邦
法

と
す
る
）、
一
八
六
一
年
ド
イ
ツ
連
邦
司
法
共
助
法
草
案
（
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
草
案
。
以
下
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
草
案
と
す
る
）
に
由
来
す

る
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
草
案
お
よ
び
一
八
六
九
年
連
邦
法
に
は
、
一
般
的
公
序
条
項
は
お
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
両
法
に
お
い
て

は
、
内
国
公
序
を
と
く
に
保
護
す
る
規
定
を
お
く
必
要
性
を
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
だ
と
、G

eb
h

ard

は
指
摘
す
る
。
ま
ず
、
両

法
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
「
外
国
」
判
決
と
は
、
純
然
た
る
外
国
（frem

d
län

d
isch

）
判
決
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
帝
国
内
の
他
領
国
に
お
い

て
下
さ
れ
た
判
決
で
あ
っ
た
（
64
）

。
ま
た
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
草
案
に
お
い
て
は
、
個
人
の
身
分
、
婚
姻
・
離
婚
等
に
関
わ
る
法
律
関
係
に
つ
い
て
は
特

別
の
配
慮
を
し
て
い
た
（
65
）

。
そ
の
た
め
、
一
八
六
九
年
連
邦
法
お
よ
び
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
草
案
に
お
い
て
は
、
一
般
的
公
序
条
項
を
お
い
て
い
な
く
と

も
、
さ
ほ
ど
の
不
都
合
が
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
一
八
六
六
年
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
草
案
（d

er
h

an
n

överisch
e

E
n

tw
u

rf

）
で
は
、
基
本
的
に
司
法
共
助
の
形
を
と
り
つ
つ
、
純
然
た

る
「
外
国
」
判
決
も
含
ま
れ
る
と
も
思
わ
れ
る
文
言
で
あ
っ
た
た
め
、
審
議
に
お
い
て
は
、
内
国
禁
止
・
命
令
規
範
に
違
反
す
る
「
外
国
」
判
決
の

執
行
を
問
題
視
す
る
見
解
が
強
く
主
張
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
多
数
派
は
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
草
案
に
含
ま
れ
る
相
互
性
要
件
（
66
）

に
着
目
し
、
相
互
性
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要
件
に
よ
っ
て
、
内
国
禁
止
・
命
令
規
範
に
反
す
る
外
国
判
決
の
執
行
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
相
互
性
要
件
は
ま
ず
は

条
約
に
よ
っ
て
の
み
充
足
さ
れ
る
も
の
と
考
え
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
内
国
禁
止
命
令
規
範
違
反
の
外
国
判
決
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な

判
決
に
対
し
て
も
な
お
司
法
共
助
を
な
す
べ
き
か
が
、
こ
れ
を
相
互
性
の
問
題
と
し
て
問
う
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
67
）

。

他
方
、
一
八
六
四
年
プ
ロ
イ
セ
ン
草
案
（d

er
p

reu
ß

isch
e

E
n

tw
u

rf

）
（
68
）

で
は
、
も
は
や
外
国
判
決
執
行
の
問
題
を
司
法
共
助
の
枠
組
み
に
お
い

て
は
捉
え
ず
、
お
の
お
の
外
国
判
決
そ
れ
自
体
を
問
題
に
し
、
執
行
に
必
要
な
要
件
を
定
め
る
と
い
う
法
形
式
に
転
換
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
実
質
的
再
審
査
禁
止
規
定
を
お
く
と
同
時
に
、
外
国
判
決
が
内
国
の
禁
止
規
範
あ
る
い
は
強
制
・
公
法
規
範
に
抵
触
す
る
場
合
に
執
行
を

拒
絶
す
る
と
の
、
一
般
的
公
序
条
項
を
お
く
こ
と
に
な
る
（
69
）

。
そ
の
反
面
、
相
互
性
要
件
は
姿
を
消
し
て
お
り
、
内
国
公
序
に
関
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

は
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
一
般
的
公
序
条
項
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

二

し
か
し
な
が
ら
、
プ
ロ
イ
セ
ン
草
案
に
依
拠
し
て
作
成
さ
れ
た
一
八
七
〇
年
北
ド
イ
ツ
草
案
（d

er
n

ord
d

eu
tsch

e
E

n
tw

u
rf

）
（
70
）

で
は
、

実
質
的
再
審
査
の
禁
止
が
明
確
に
定
め
ら
れ
た
も
の
の
、
プ
ロ
イ
セ
ン
草
案
の
よ
う
な
直
接
的
な
一
般
的
公
序
条
項
は
お
か
れ
な
か
っ
た
。
代
わ
っ

て
、
内
国
法
に
よ
る
と
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
の
強
制
禁
止
（
同
八
九
七
条
二
項
二
号
）
の
形
に
姿
を
変
え
て
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
（
71
）

。
北
ド
イ
ツ

草
案
お
よ
び
そ
の
後
の
民
訴
法
草
案
（
72
）

に
お
い
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
草
案
の
よ
う
な
直
接
的
な
一
般
的
公
序
条
項
が
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
っ

た
の
か
。

G
eb

h
ard

は
ま
ず
、
一
八
七
一
年
民
訴
法
草
案
理
由
書
に
よ
り
、
そ
の
背
景
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
（
73
）

。
第
一
に
、
外
国
判
決
が
内
国
禁
止

規
範
に
違
反
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
一
般
的
公
序
条
項
を
設
け
た
場
合
に
は
本
案
判
断
が
必
要
と
な
る
場
合
が
生
じ
る
が
、
こ
れ
は
実
質
的
再
審
査

禁
止
原
則
と
の
抵
触
が
問
題
と
な
る
と
の
疑
念
が
提
示
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
第
二
に
、
一
般
的
公
序
条
項
は
、
本
来
当
該
法
律
関
係
に
適
用
さ
れ

三
五
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三
六

る
は
ず
の
な
い
内
国
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
結
論
を
導
き
、
一
般
的
に
正
当
化
根
拠
に
欠
く
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
一
般
的
公
序
条
項
と
実
質
的
再
審
査
禁
止
原
則
と
が
真
っ
向
か
ら
抵
触
す
る
中
、
一
般
的
公
序
条
項
は
、
内
国
強
制
禁
止
行
為
の
執
行
拒

絶
と
い
う
形
に
弱
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
と
位
置
づ
け
る
。
さ
ら
に
、G

eb
h

ard

は
、
一
八
七
一
年
民
訴
法
草
案
に
お
い
て
一
般
的
公
序
条
項
の
導

入
が
見
送
ら
れ
た
背
景
に
は
、
相
互
性
要
件
の
存
在
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。
相
互
性
要
件
は
、
民
訴
法
第
三
草
案
ま
で
課
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帝
国
議
会
に
お
い
て
導
入
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
導
入
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
草
案

に
お
け
る
議
論
同
様
、
内
国
公
序
を
守
る
と
い
う
機
能
は
相
互
性
要
件
に
よ
っ
て
も
果
た
さ
れ
う
る
、
と
い
う
考
慮
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推

測
す
る
の
で
あ
る
（
74
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
相
互
性
の
要
件
は
そ
の
充
足
の
い
か
ん
が
外
国
法
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
導
く
だ
け
で
あ
り
、
実
際
に
は
内

国
公
序
の
保
護
を
図
る
手
段
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
と
、G

ebh
ard

は
指
摘
す
る
。

三

そ
こ
で
、
相
互
性
要
件
を
介
し
た
内
国
公
序
の
考
慮
が
機
能
し
な
い
現
状
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
草
案
同
様
、
む
し
ろ
積
極
的
に
、

内
国
公
序
を
判
断
す
る
要
件
を
定
立
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
積
極
的
根
拠
と
し
て
は
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
理
由
書
で

も
述
べ
た
外
国
判
決
を
承
認
す
る
こ
と
と
内
国
公
序
を
守
る
こ
と
と
の
関
係
を
、
国
際
私
法
上
の
一
般
的
公
序
規
定
の
み
な
ら
ず
、
こ
こ
で
は
さ
ら

に
、
実
質
法
上
の
一
般
的
公
序
規
定
を
も
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
民
法
委
員
会
草
案
一
〇
六
条
は
実
質
法
上
の
公
序
を
定
め
、

公
序
良
俗
に
反
す
る
法
律
行
為
は
無
効
で
あ
る
と
定
め
る
。
ま
た
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
三
五
条
は
国
際
私
法
上
の
公
序
を
定
め
、
外
国
法
は
そ

の
適
用
が
公
序
良
俗
に
違
反
す
る
と
き
に
は
適
用
が
排
除
さ
れ
る
。
か
か
る
結
論
が
正
当
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
外
国
判
決
に
対
し
て
も
、

そ
の
判
決
が
公
序
違
反
と
な
る
場
合
に
は
そ
の
承
認
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
す
る
（
75
）。

ま
た
、
一
般
的
公
序

条
項
を
お
い
た
と
し
て
も
、
公
序
違
反
を
基
礎
づ
け
る
事
実
関
係
が
裁
判
か
ら
明
白
に
導
か
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
限
り
、
承
認
を
求
め
る
当
事
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者
の
反
対
当
事
者
が
公
序
違
反
を
基
礎
付
け
る
事
実
を
訴
訟
上
の
防
御
方
法
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
実
務
運
用
上
に
も
さ
し
た

る
困
難
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
し
て
、
自
ら
の
見
解
を
補
強
す
る
（
76
）

。

こ
の
よ
う
に
し
て
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
三
七
条
二
項
四
号
に
お
い
て
は
、
内
国
法
上
の
強
制
不
許
行
為
の
執
行
禁
止
に
代
え
て
一
般
的
公
序

条
項
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
項
　
相
互
性
要
件
の
不
採
用

次
に
相
互
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
（
77
）

、
結
論
的
に
は
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
も
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
同
様
、
相
互
性
要
件
を
外
国
判
決

「
承
認
」
要
件
へ
導
入
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
点
で
第
一
草
案
、
第
二
草
案
の
間
に
相
違
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、G

eb
h

ard

が

第
一
草
案
を
完
成
さ
せ
た
一
八
八
一
年
以
降
に
、
外
国
判
決
の
「
執
行
」
で
は
な
く
承
認
が
求
め
ら
れ
る
事
例
に
関
し
て
、
数
例
の
ラ
イ
ヒ
最
高
裁

判
所
判
例
が
出
さ
れ
た
。G

eb
h

ard

は
そ
の
う
ち
二
つ
の
判
例
を
引
用
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の
判
例
を
め
ぐ
る
議
論
を
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
に
織

り
込
む
こ
と
に
し
た
（
78
）

。

こ
れ
ら
の
議
論
は
単
に
、
判
例
を
紹
介
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、G

eb
h

ard

の
承
認
観
を
明
確
に
す
る
の

に
役
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
判
決
が
下
さ
れ
た
当
時
は
、
外
国
判
決
の
執
行
要
件
の
み
が
存
在
し
、
外
国
判
決
の
承
認
に
つ
い
て
は
何
ら

の
規
定
も
お
か
れ
て
い
な
い
段
階
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
外
国
判
決
の
「
執
行
」
が
正
面
か
ら
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
単
に
承
認
の
み
が
問
題

と
な
る
事
例
に
も
、「
執
行
」
要
件
た
る
六
六
一
条
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
が
問
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、「
そ
も
そ
も
外
国
判
決
の
執
行
以
外
の
効
力
を

考
慮
す
る
場
合
に
、
外
国
判
決
執
行
要
件
で
あ
る
民
訴
法
六
六
一
条
を
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
」
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
中
で
、
相
互
性
要
件

三
七
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三
八

の
適
用
の
問
題
も
議
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
79
）

。
こ
れ
は
、
外
国
判
決
承
認
規
定
の
起
草
者
と
し
て
のG

eb
h

ard

の
視
点
で
あ
る
、「
外
国
判
決
承
認
要

件
に
相
互
性
要
件
を
も
含
め
る
か
」
と
の
問
題
意
識
と
は
異
な
る
も
の
の
、
外
国
判
決
承
認
規
定
と
相
互
性
要
件
と
の
関
係
を
考
え
る
重
要
な
契
機

を
与
え
た
も
の
と
な
っ
た
。

一
　
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
一
八
八
三
年
判
決
―
―
相
互
性
必
要
説

（1）

G
eb

h
ard

が
引
用
す
る
二
つ
の
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
判
例
の
う
ち
、G

eb
h

ard

が
重
視
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
一
八
八
三
年
一
月
二

九
日
判
決
（
80
）（

以
後
、
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
一
八
八
三
年
判
決
と
す
る
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
で
の
訴
訟
に
お
い
て
、
被
告
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
・
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
地
裁
で
下
さ
れ
た
一
八
七
四
年
一
月
一
三
日
判
決
に
基
づ
き
、
既
判
力
の
抗
弁
（ex

cep
tio

rei
ju

d
icatae

）
を
主
張
し
た

も
の
で
あ
る
。
外
国
判
決
に
基
づ
き
既
判
力
の
抗
弁
を
主
張
す
る
場
合
に
、
当
該
外
国
判
決
に
民
訴
法
六
六
一
条
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
を
要
求

す
る
か
が
問
題
と
さ
れ
、
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
は
こ
れ
を
肯
定
し
た
も
の
で
あ
（
81
）

る
（
82
）

。

ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
一
八
八
三
年
判
決
で
は
、
外
国
判
決
を
既
済
事
件
の
抗
弁
と
し
て
主
張
す
る
場
合
に
民
訴
法
六
六
一
条
要
件
の
充
足
を
必
要

と
す
る
か
と
い
う
問
題
に
対
し
、
こ
の
問
題
が
民
訴
法
六
六
一
条
の
起
草
過
程
に
お
け
る
議
論
か
ら
は
読
み
と
れ
ず
解
釈
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
を

示
し
た
上
で
、
問
題
解
決
に
必
要
な
各
論
点
に
ふ
れ
つ
つ
、
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
本
判
決
が
結
論
の
み
な
ら
ず
そ
の
結
論
に
い
た
る
過
程
ま

で
比
較
的
詳
細
に
論
じ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、G

eb
h

ard

は
こ
の
判
決
の
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
で
は
あ
る
が
、
紹
介
し
て
い
る
（
83
）

。
本
稿
で
も
そ

の
内
容
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
本
判
決
は
問
題
の
所
在
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
訴
法
六
六
一
条
の
要
件
は
外
国
判
決
の
執
行
要
件
を
定
め
る
も
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の
で
あ
り
、
こ
れ
を
既
判
力
の
抗
弁
を
認
め
る
た
め
の
要
件
と
す
る
こ
と
に
は
反
対
意
見
も
多
く
見
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
民
訴
法
六
六
一
条
の

規
定
は
、
そ
れ
が
民
訴
法
の
中
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
自
体
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
手
続
法
上
の
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
あ
る
訴
え
や
抗
弁

を
判
決
に
基
づ
い
て
認
め
る
べ
き
か
と
い
っ
た
実
体
法
上
の
問
題
は
規
律
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
規
定
は
文
言
上
、
確
認
判
決
や
棄

却
判
決
を
対
象
と
は
し
て
い
な
い
、
と
。
そ
の
上
で
、
本
判
決
は
本
規
定
を
既
判
力
の
抗
弁
に
も
規
定
す
る
こ
と
を
認
め
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
は
、
民
訴
法
草
案
理
由
書
に
お
い
て
も
、
ま
た
帝
国
議
会
の
司
法
委
員
会
の
審
議
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
述
べ
る
の
で
あ
る
（
84
）

。G
eb

h
ard

は
こ
れ
を
換
言
し
て
、
強
制
執
行
の
た
め
に
定
立
さ
れ
た
要
件
が
、
実
質
的
確
定
力
の
承
認
に
そ
も
そ
も
不

可
欠
で
あ
る
の
か
は
、
承
認
お
よ
び
執
行
制
度
の
内
在
的
根
拠
（in

n
ere

G
rü

n
d

e

）
に
依
拠
し
て
決
す
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
（
85
）

。

続
け
て
、
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
一
八
八
三
年
判
決
が
い
う
に
は
、
た
し
か
に
、
民
訴
法
六
六
一
条
の
文
言
を
素
直
に
読
む
と
、
同
条
は
、
外
国
判

決
の
執
行
力
の
宣
言
を
求
め
る
訴
え
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
訴
法
六
六
一
条
の
要
件
は
外
国
判
決
に
依
拠

す
る
確
認
判
決
、
さ
ら
に
は
既
判
力
の
抗
弁
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
確
認
判
決
に
は
民
訴
法
六
六
一
条
要
件
が

課
さ
れ
な
い
と
な
る
と
、
相
互
性
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
国
の
判
決
に
関
し
て
、
当
該
外
国
判
決
の
執
行
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
外
国
判
決
に
依

拠
し
た
当
該
法
律
関
係
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
を
起
こ
し
、
そ
れ
に
対
し
て
下
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
内
国
判
決
を
基
礎
と
し
て
内
国
に
お
け
る
執
行
を

求
め
う
る
と
い
う
、
い
わ
ば
民
訴
法
六
六
一
条
要
件
の
回
避
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
（
86
）

。
さ
ら
に
、
民
訴
法
六
六
一
条
は
外
国
判
決
に
由
来
す

る
訴
え
に
関
し
て
実
体
的
権
利
に
ま
で
介
入
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
外
国
判
決
に
関
す
る
既
判
力
の
抗
弁
に
関
し
て
も
同
様
に
同
条
の
適
用
が
認

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
（
87
）

。

ま
た
、
判
決
の
拘
束
力
は
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
国
家
権
力
の
管
轄
あ
る
機
関
の
言
渡
し
と
し
て
の
特
性
に
基
づ
く
も
の
で

三
九



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

四
〇

あ
る
（
88
）

。
そ
し
て
、
国
際
法
上
、
国
家
は
、
外
国
国
家
の
裁
判
所
が
下
し
た
裁
判
の
承
認
執
行
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に

今
日
、
国
際
関
係
の
発
展
に
伴
い
、
あ
る
国
の
裁
判
所
の
判
決
が
他
の
国
に
お
い
て
も
判
決
と
し
て
承
認
さ
れ
、
執
行
に
も
共
助
が
与
え
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
関
係
す
る
諸
国
家
が
同
様
の
行
動
に
出
て
、
し
か
も
そ
の
行
動
が
他
の
国
家
の
期
待
に
添
っ
て
い
る

と
い
う
、
ま
さ
に
相
互
性
が
か
な
え
ら
れ
た
状
態
で
は
じ
め
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
互
性
の
要
件
は
、
外
国
判
決
の
執
行
に

関
し
て
だ
け
で
な
く
、
承
認
に
関
し
て
も
、
本
質
的
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
89
）

。G
eb

h
ard

は
こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
ヒ
最
高

裁
判
所
一
八
八
三
年
判
決
を
丁
寧
に
紹
介
す
る
。

（2）

そ
の
上
で
、G

eb
h

ard

は
、
学
説
に
お
い
て
も
ま
た
、
外
国
判
決
の
執
行
力
以
外
の
効
力
を
考
慮
に
入
れ
る
場
合
に
民
訴
法
六
六
一
条
所
定

の
執
行
要
件
の
充
足
を
必
要
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
と
、
紹
介
す
る
。
た
と
え
ば
、
民
訴
法
学
者
で
あ
るW

ach

の
見
解
に
よ
る
と
（
90
）

、
既
判
力

（
実
質
的
確
定
力
）
の
承
認
は
民
訴
法
六
六
一
条
の
基
礎
を
形
成
し
て
お
り
（
91
）

、
こ
れ
と
、
外
国
法
と
外
国
訴
訟
追
行
を
み
と
め
る
一
般
的
原
則
に
か

ん
が
み
る
と
、
（a）
民
訴
法
六
六
一
条
の
要
件
を
充
足
し
た
す
べ
て
の
外
国
判
決
に
は
、
既
判
力
が
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
お
い
て
（
92
）

尊
重
さ
れ
る
反
面
、
（b）

同
条
を
満
た
さ
な
い
外
国
判
決
に
対
し
て
は
既
判
力
の
承
認
も
な
さ
れ
ず
、
こ
れ
に
反
す
る
考
慮
を
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
（
93
）。

さ
ら
に
、
か
か
る
外
国
判
決
の
承
認
と
執
行
を
同
様
に
扱
う
こ
と
を
正
当
化
す
る
議
論
と
し
て
、
裁
判
権
の
発
動
た
る
行
為
と
し
て
の
判
決
は
国

家
権
力
の
発
動
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
射
程
範
囲
は
、
こ
れ
を
下
し
た
国
家
領
域
内
に
制
限
さ
れ
る
と
い
う
見
解
が
紹
介
さ
れ
た
（
94
）

。

二
　G

eb
h
ard

の
見
解
―
―
相
互
性
不
要
説

ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
、
外
国
判
決
の
承
認
に
も
民
訴
法
六
六
一
条
の
要
件
の
充
足
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
相
互
性
要
件
も
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要
求
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
が
、G

eb
h

ard

は
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
に
お
い
て
も
あ
ら
わ
れ
て
い
た
自
ら
の
見
解
、
す
な
わ
ち
相
互

性
要
件
は
執
行
要
件
と
し
て
は
維
持
さ
れ
て
も
承
認
要
件
に
は
導
入
し
な
い
（
相
互
性
不
要
説
）
と
の
見
解
を
変
え
な
か
っ
た
。
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第

二
草
案
理
由
書
に
お
い
て
は
、
反
対
説
の
論
拠
に
も
配
慮
し
な
が
ら
、
改
め
て
自
説
を
展
開
し
て
い
る
の
で
、
以
下
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（1）

G
eb

h
ard

は
ま
ず
、
承
認
と
執
行
の
関
係
に
つ
い
て
、
改
め
て
説
明
す
る
。
外
国
判
決
の
実
質
的
確
定
力
（m

ateriellen
R

ech
tskraft

）

の
承
認
の
問
題
は
実
体
法
た
る
民
法
に
属
す
の
に
対
し
て
、
外
国
判
決
が
執
行
さ
れ
る
べ
き
要
件
は
訴
訟
法
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
。
判
決
の
承
認

問
題
に
関
す
る
判
断
は
、
判
決
の
法
的
存
在
お
よ
び
有
効
性
が
判
決
の
執
行
許
容
性
の
前
提
要
件
で
あ
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
判
決
執
行
と
い

う
訴
訟
法
に
属
す
る
問
題
の
判
断
に
と
っ
て
「
先
決
的
な
（p

räju
d

izielle

）」
問
題
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
95
）

。
そ
し
て
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
の

規
定
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、G

eb
h

ard

は
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
で
は
、
三
七
条
二
項
一
号

な
い
し
五
号
に
お
い
て
承
認
要
件
を
規
定
し
、
こ
れ
を
前
提
に
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
四
〇
条
に
お
い
て
、
外
国
判
決
執
行
の
た
め
の
要
件
の
一

部
と
し
て
こ
の
三
七
条
二
項
の
承
認
要
件
を
借
用
す
る
と
の
条
文
構
成
を
採
用
し
、
外
国
判
決
承
認
要
件
に
は
相
互
性
要
件
は
採
用
し
な
か
っ
た
も

の
の
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
四
〇
条
に
お
い
て
は
、
外
国
判
決
の
執
行
の
場
面
で
は
相
互
性
要
件
を
維
持
す
る
旨
定
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
こ
と
は
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
に
お
い
て
第
一
草
案
四
〇
条
を
削
除
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
な
ん
ら
変
更
は
な
い
と
い
う
（
96
）

。

こ
れ
はW

ach

の
い
う
前
述
（b）
の
テ
ー
ゼ
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、W

ach

は
、
外
国
判
決
が
執
行
要
件
で
あ
る
民
訴
法
六
六

一
条
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
既
判
力
も
、
こ
れ
が
執
行
の
基
礎
で
あ
る
以
上
承
認
さ
れ
な
い
と
す
る
。
し
か
しG

eb
h

ard

は
、
外

国
判
決
の
執
行
が
既
判
力
の
承
認
を
前
提
と
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
執
行
力
の
す
べ
て
の
要
件
が
同
時
に
既
判
力
の
承
認
の
要
件
と
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
97
）

。
他
方
、
判
決
の
執
行
と
は
、
い
わ
ば
判
決
に
付
け
加
え
ら
れ
る
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
付
け
加
え

四
一



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

四
二

ら
れ
る
べ
き
行
為
た
る
執
行
に
関
す
る
要
件
は
、
本
体
た
る
判
決
の
既
判
力
の
承
認
に
関
す
る
要
件
以
上
の
も
の
と
な
り
う
る
と
い
う
（
98
）

。

次
にG

eb
h

ard

は
、
外
国
判
決
の
承
認
と
執
行
の
性
質
に
着
目
し
て
論
じ
る
。
判
決
の
有
効
性
と
執
行
力
と
の
間
に
相
違
が
あ
る
の
と
同
じ
よ
う

に
、「
承
認
」
と
「
執
行
」
と
の
間
に
は
本
質
的
な
相
違
が
あ
る
と
い
う
（
99
）

。
有
効
な
判
決
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
判
決
に
は
命
令
的
要
素

が
欠
け
る
が
ゆ
え
に
、
執
行
は
可
能
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
外
国
国
家
が
命
じ
た
執
行
命
令
に
は
、
内
国
に
対
す
る
命
令
的
要
素
が

欠
け
て
い
る
。
外
国
判
決
の
執
行
に
相
互
性
を
要
求
し
よ
う
と
す
る
理
由
は
、
内
国
に
対
す
る
命
令
的
要
素
の
欠
落
の
ゆ
え
に
外
国
判
決
の
執
行
に

は
当
然
に
は
協
力
で
き
な
い
と
こ
ろ
、
相
手
方
国
家
が
同
様
の
問
題
を
抱
え
、
相
互
的
に
協
力
を
求
め
て
歩
み
寄
る
場
合
に
は
助
力
し
よ
う
と
す
る

点
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
あ
る
国
家
が
こ
の
よ
う
な
相
互
的
思
想
の
上
に
立
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
外
国
判
決
の
中
に
含
ま
れ
る
、
宣
言
的
・
決
定

的
部
分
の
承
認
に
関
し
て
ま
で
も
相
互
性
要
件
を
条
件
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
。

ま
た
、G

eb
h

ard

は
、
国
家
権
力
の
発
動
と
し
て
の
判
決
の
射
程
範
囲
は
、
こ
れ
を
下
し
た
国
家
領
域
内
に
制
限
さ
れ
る
と
い
う
論
拠
に
つ
い
て
、

反
論
す
る
。
内
国
に
お
い
て
は
、
国
際
私
法
を
通
じ
て
、
外
国
国
家
の
法
と
法
の
中
に
含
ま
れ
る
外
国
国
家
の
意
思
が
わ
が
国
に
お
い
て
通
用
す
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
外
国
判
決
に
つ
い
て
、
そ
の
中
に
裁
判
官
の
国
家
的
法
適
用
行
為
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、

全
く
承
認
せ
ず
、
あ
る
い
は
条
件
付
き
で
の
み
承
認
す
る
と
す
る
こ
と
は
、
全
く
説
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
（
100
）

。
そ
の
問
題
点
は
、
ド
イ
ツ
法

が
ド
イ
ツ
人
に
対
し
て
さ
え
も
、
外
国
国
家
の
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
に
は
、
よ
り
顕
著
で
あ
る
と
す
る
の
で

あ
る
（
101
）

。
（2）

さ
ら
にG

eb
h

ard

は
、
か
か
る
理
論
的
な
理
由
付
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
実
的
に
も
、
外
国
判
決
の
承
認
要
件
に
相
互
性
要
件
を
取
り
込
む

こ
と
で
問
題
が
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
102
）。

外
国
人
に
つ
い
て
、
当
該
外
国
人
の
本
国
に
お
い
て
、
準
拠
法
に
よ
り
、
離
婚
あ
る
い
は
婚
姻
無
効
宣
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告
が
下
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
同
様
に
、
外
国
人
の
嫡
出
性
や
認
知
が
判
決
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
と
は
相
互
性
の
保
証

が
な
い
と
い
う
理
由
の
み
で
、
当
該
判
決
を
承
認
せ
ず
、
こ
れ
に
関
連
し
て
問
題
と
な
る
家
族
法
上
、
財
産
法
上
の
効
果
を
も
認
め
な
い
と
す
る
こ

と
は
、
非
常
に
問
題
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（
103
）

。
さ
ら
に
問
題
と
な
る
例
を
、
二
つ
挙
げ
て
い
る
。

‐
ド
イ
ツ
戸
籍
吏
が
、
本
国
に
お
い
て
一
度
離
婚
し
て
い
る
外
国
人
と
ド
イ
ツ
人
と
の
間
の
婚
姻
を
、
当
該
外
国
人
に
関
す
る
離
婚
判
決
が
相
互

性
の
保
証
が
な
い
た
め
に
承
認
さ
れ
な
い
、
と
い
う
理
由
で
拒
絶
す
る
場
合
。

‐
ド
イ
ツ
裁
判
官
が
、
離
婚
し
た
外
国
人
が
そ
の
本
国
に
お
い
て
ド
イ
ツ
人
と
婚
姻
す
る
場
合
に
、
離
婚
判
決
が
当
該
外
国
と
は
相
互
性
の
保
証

が
な
い
た
め
に
承
認
さ
れ
な
い
、
と
い
う
理
由
で
こ
の
婚
姻
を
無
効
と
判
断
す
る
場
合
（
104
）

。

G
eb

h
ard

は
、
自
国
民
の
利
益
が
、
多
く
の
重
要
な
関
係
に
お
い
て
害
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
場
合
に
は
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
よ
う
な
外
国
判

決
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
事
実
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
主
張
は
、
自
国
民
で
は
な
く
外
国
人
の
身
分
関
係
が
問
題

と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
人
の
本
国
が
下
し
た
判
断
を
わ
が
国
に
お
い
て
、
と
く
に
相
互
性
と
い
っ
た
事
案
と
は
無
関
係
の
要
件
に
よ
っ

て
否
定
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
ば
か
り
か
、
否
定
す
る
利
益
に
も
欠
け
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
要
約
で
き
よ
う
。G

eb
h

ard

は
、
フ

ラ
ン
ス
学
説
・
実
務
に
お
い
て
も
、
と
り
わ
け
外
国
人
の
婚
姻
身
分
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
本
国
あ
る
い
は
他
の
国
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
方
法
で

下
さ
れ
た
判
決
は
、
問
題
な
く
有
効
な
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
と
の
見
解
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
（
105
）

こ
と
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
が

読
み
と
れ
る
。

G
eb

h
ard

は
こ
の
よ
う
に
外
国
人

・

・

・

が
そ
の
本
国
で
得
た
、
身
分
関
係
事
件
に
お
け
る
判
断
を
尊
重
し
な
い
こ
と
の
不
当
性
を
指
摘
す
る
こ
と
に
加

え
て
、
内
国
人

・

・

・

が
外
国
で
得
た
身
分
関
係
事
件
に
お
け
る
外
国
国
家
の
判
断
を
尊
重
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
当

四
三



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

四
四

時
の
ド
イ
ツ
国
際
裁
判
管
轄
規
則
で
は
、
外
国
に
住
所
を
持
つ
ド
イ
ツ
人
は
、
ご
く
わ
ず
か
な
例
外
を
除
い
て
、
身
分
婚
姻
事
件
の
訴
え
に
つ
い
て

は
、
そ
の
専
属
管
轄
は
そ
の
外
国
住
所
の
裁
判
所
に
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
管
轄
規
定
を
考
慮
す
る
と
、
わ
が
国
民
訴
法
の
管
轄
規
則

に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
人
が
服
す
べ
き
と
さ
れ
た
管
轄
国
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
当
該
問
題
に
お
い
て
下
さ
れ
た
判
決
は
、
判
決
の
正
当
性
と
無
関
係
の
理

由
に
基
づ
い
て
承
認
が
拒
絶
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
（
106
）

。

以
上
要
す
る
に
、
身
分
関
係
事
件
に
お
い
て
は
、
当
事
者
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
ま
た
内
国
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
相
互
性

と
い
っ
た
直
接
事
案
の
正
当
性
と
関
わ
ら
な
い
事
由
に
よ
っ
て
外
国
国
家
の
判
断
の
承
認
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

（3）

結
局
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
に
お
け
るG
ebh

ard

の
相
互
性
に
関
す
る
論
旨
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

第
一
に
、
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
一
八
八
三
年
判
決
は
、
承
認
に
相
互
性
を
必
要
と
し
な
い
と
、
執
行
要
件
に
相
互
性
を
課
し
て
い
る
こ
と
を
回
避

す
る
こ
と
に
な
り
不
都
合
で
あ
る
と
す
る
が
、
む
し
ろ
、
承
認
要
件
に
相
互
性
を
課
す
こ
と
に
よ
る
不
都
合
の
ほ
う
が
よ
り
重
大
で
あ
る
。

第
二
に
、
承
認
が
執
行
の
前
提
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
通
り
と
し
て
も
、
そ
れ
は
執
行
要
件
に
は
承
認
要
件
よ
り
も
厳
格
な
要
件
が
課
さ
れ

う
る
こ
と
を
導
く
が
、
執
行
に
課
さ
れ
る
要
件
が
そ
の
ま
ま
承
認
の
要
件
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
導
く
も
の
で
は
な
い
。

執
行
要
件
に
相
互
性
が
含
ま
れ
て
い
る
理
由
は
、
外
国
判
決
の
命
じ
る
執
行
命
令
に
よ
っ
て
は
、
内
国
は
自
国
国
家
権
力
の
発
動
を
義
務
付
け
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
相
互
的
思
想
に
お
い
て
の
み
助
力
し
う
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
点
、
必
要
説
は
、
判
決
の
承
認
も

本
質
的
に
、
外
国
の
国
家
意
思
を
内
国
に
お
い
て
認
め
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
執
行
と
な
ん
ら
異
な
る
も
の
で
な
く
、
か
か
る
取
扱
い
が
国
際

法
上
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
以
上
は
、
承
認
に
執
行
同
様
相
互
性
の
要
件
を
要
求
し
て
当
然
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
承
認
は
、
外
国

判
決
の
中
に
含
ま
れ
る
法
律
関
係
の
確
認
部
分
を
内
国
に
お
い
て
も
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
点
で
執
行
と
は
異
な
り
、
そ
も
そ
も
準
拠



西
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法
選
択
を
任
務
と
す
る
国
際
私
法
に
お
い
て
、
外
国
法
に
含
ま
れ
る
外
国
国
家
意
思
を
内
国
に
お
い
て
も
認
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を

あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
外
国
判
決
の
確
認
的
部
分
を
執
行
同
様
に
取
り
扱
う
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。

第
三
節
　
小
括

以
上
の
よ
う
に
改
訂
を
経
な
が
ら
成
立
し
た
民
法
準
備
草
案
す
な
わ
ち
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
三
七
条
に
お
い
て
、
外
国
判
決
承
認
に
関
す
る

規
定
は
、
国
際
私
法
に
属
す
る
規
定
と
し
て
、
ま
た
外
国
判
決
の
執
行
と
は
異
な
る
性
格
を
有
す
る
規
定
と
し
て
、
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

の
規
定
は
民
法
典
制
定
委
員
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
審
議
を
経
て
、
国
際
私
法
の
規
定
か
ら
は
ず
さ
れ
、
一
八
九
八
年
民
訴
法
三
二
八
条
と
し
て

成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
次
章
で
は
民
法
典
制
定
第
一
委
員
会
審
議
以
降
の
議
論
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
。

（
未
完
）

注

（
22
）

H
a

r
tw

ie
g,a.a.O

.（F
n

.19

）S.27 f.

ま
た
、
石
部
・
前
掲
（
注
18
）
九
頁
以
下
も
参
照
。

（
23
）

H
a

r
tw

ie
g,a.a.O

.（F
n

.19

）S.29 .

（
24
）

H
a

r
tw

ie
g,a.a.O

.（F
n

.19

）S.25 .

（
25
）

H
a

r
tw

ie
g,

a.a.O
.（F

n
.
19

）S.30 .

な
お
、
小
室
・
前
掲
（
注
9
）
五
六
頁
以
下
で
は
、
管
轄
・
送
達
の
要
件
に
重
点
を
置
き
つ
つ
、
理
由
書
に
お
い
て
触
れ
ら
れ

て
い
る
問
題
に
つ
い
て
ま
と
め
て
ら
れ
て
い
る
。

（
26
）

な
お
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
に
関
し
て
は
、G

eb
h

ard

は
三
六
条
と
三
七
条
の
草
案
理
由
を
、
そ
の
両
条
を
ま
と
め
て
一
括
し
て
述
べ
る
と
い
う
形
式
を
と
っ

て
い
る
。N

ie
m

e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.260 ff.

（
27
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.260 .

（
28
）

訴
訟
手
続
の
問
題
は
訴
訟
が
行
わ
れ
る
裁
判
所
の
国
の
法
、
す
な
わ
ち
法
廷
地
法
が
決
す
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
実
体
的
効
力
に
関
す
る
問
題
に
つ
い

四
五



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

四
六

て
争
い
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
一
方
で
、「
準
契
約
的
法
律
関
係
（Q

u
asikon

traktsverh
ältn

is

）」
や
「
敗
訴
判
決
を
受
け
た
者
の
義
務
（ob

ligatio

con
d

em
n

ari
op

ortere

）」
は
訴
訟
を
通
じ
て
生
じ
る
以
上
、
訴
訟
法
が
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
法
のA

ktion
en

rech
t

に
よ
る
と
、
判
決
の

効
力
の
基
礎
は
訴
訟
開
始
時
点
へ
の
判
決
の
遡
及
に
あ
る
の
で
あ
り
、
遡
及
は
訴
訟
の
性
質
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
以
上
法
廷
地
法
が
妥
当
す
る
と
す
る
と
い
っ
た

根
拠
で
法
廷
地
法
が
導
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
現
代
で
は
説
得
力
を
持
ち
得
な
い
と
い
う
（N

ie
m

e
y

e
r,

a.a.O
.（F

n
.
19

）S.261 f.

）。
む
し
ろ
、
訴
訟
開
始
が
請
求

権
の
内
容
や
存
在
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
は
、
請
求
権
を
判
断
す
る
準
拠
法
に
よ
っ
て
統
一
的
に
判
断
さ
れ
る
必
要
性
が
あ
る
の
で
あ
り
、
問
題
と
な
る

個
々
の
効
力
に
着
目
し
て
、
法
廷
地
法
か
当
該
法
律
関
係
の
準
拠
法
に
振
り
分
け
る
べ
き
と
い
う
。

（
29
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.264 .

（
30
）

eben
d

a.

（
31
）

N
ie

m
e
y

e
r,

a.a.O
.（F

n
.
19

）S.260 .

な
お
、
判
決
国
法
に
よ
る
べ
き
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
と
並
ん
で
、
実
体
的
法
律
関
係
に
対
す
る
影
響
が

問
題
と
な
る
こ
と
か
ら
、
問
題
と
な
る
当
該
法
律
関
係
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
準
拠
法
の
適
用
範
囲
も
問
題
と
さ
れ
た
。
結
果
的
に
は
、
内
国
訴
訟
開
始
に
関
し
て
、
問

題
と
な
る
効
力
が
民
事
法
に
属
す
る
場
合
に
は
当
該
法
律
関
係
に
適
用
さ
れ
る
準
拠
法
に
よ
っ
て
定
め
る
と
さ
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
外
国
裁
判
所
の
訴
訟
開
始
あ
る
い

は
判
決
が
問
題
と
な
る
限
り
に
お
い
て
は
、
判
決
を
下
し
た
国
の
法
、
す
な
わ
ち
判
決
国
法
に
従
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

（
32
）

こ
の
表
現
は
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
、
第
二
草
案
共
通
で
あ
る
。

（
33
）

N
ie

m
e
y

e
r,

a.a.O
.（F

n
.19

）S.291 ff.

外
国
判
決
を
承
認
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
来
的
に
は
、
外
国
判
決
の
既
判
力
の
範
囲
と
第
三
者
に
対
す
る
効
力
は
、
当
該
外

国
法
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
（N

ie
m

e
y

e
r,

a.a.O
.（F

n
.
19

）S.291

）。
し
か
し
、
承
認
は
ま
っ
た
く
の
留
保
な
く
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
点
に
つ
い

て
は
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
か
か
る
規
定
の
導
入
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
（N

ie
m

e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.292

）。

（
34
）

N
ie

m
e
y

e
r,

a.a.O
.（F

n
.19

）S.265 .

外
国
判
決
の
執
行
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
承
認
が
必
ず
認
め
ら
れ
る
、
換
言
す
る
と
、
外
国
判
決
の
承
認
な
き
執
行
と
い

う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
（N

ie
m

e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19
）S.287

）。

（
35
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.287 f.

（
36
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.286 f.

（
37
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.271 .

（
38
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.281 ff.

（
39
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.272 f.

な
お
、
小
室
・
前
掲
（
注
9
）
五
九
頁
参
照
。
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（
40
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.273 ff.

（
41
）

N
ie

m
e
y

e
r,

a.a.O
.（F

n
.
19

）S.273 f.

こ
の
よ
う
な
判
決
は
原
則
と
し
て
「
承
認
」
の
み
が
問
題
と
な
る
が
、
同
時
に
財
産
法
上
の
問
題
が
出
て
く
る
場
合
に
は

「
執
行
」
も
問
題
と
な
る
。
な
お
、
一
八
七
七
年
民
訴
法
に
お
い
て
、
身
分
関
係
事
件
の
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
規
定
を
お
い
て
い
た
。

【
一
八
七
七
年
民
訴
法
】

五
六
八
条
　
（1）

離
婚
お
よ
び
婚
姻
の
無
効
も
し
く
は
取
消
し
、
ま
た
は
婚
姻
生
活
の
再
開
（H

erstellu
n

g
d

es
eh

elich
en

L
eb

en
s

）
を
訴
訟
物
と
す
る
争

訟
（
婚
姻
事
件
（E

h
esach

en

））
に
関
し
て
は
、
夫
が
一
般
裁
判
籍
を
有
す
る
州
裁
判
所
が
専
属
管
轄
を
有
す
る
。

（2）

妻
を
遺
棄
し
、
か
つ
居
所
を
外
国
に
の
み
有
す
る
夫
に
対
し
て
は
、
夫
が
原
告
を
遺
棄
し
た
当
時
ド
イ
ツ
人
で
あ
っ
た
場
合
に
限
り
、
ド
イ
ツ

帝
国
内
に
お
け
る
夫
の
最
終
常
居
所
の
州
裁
判
所
に
お
い
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
42
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19
）S.275 .

（
43
）

身
分
（S

tatu
s

）、
民
事
上
の
身
分
（b

ü
rgerlich

er
S

tan
d

）、
身
分
関
係
（S

tan
d

esverh
ältn

isse

）、
家
族
法
的
地
位
（fam

ilien
rech

tlich
en

S
tellu

n
g

）
な

ど
、
論
者
に
よ
り
概
念
が
区
々
と
し
て
い
た
。N

ie
m

e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.275 .

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
委
員
会
の
審
議
で
は
、「
市
民
的
な
身
分
と
婚
姻
（bü

rgerlich
en

S
tan

d
e

u
n

d
d

er
E

h
e

）」
と
の
案
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
第
一
読
会
に

お
い
て
そ
の
「
市
民
的
身
分
」
と
い
う
も
の
の
概
念
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
婚
約
関
係
事
件
が
除
外
さ
れ
る
点
で
不
当
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、

「
婚
姻
、
婚
約
、
個
人
身
分
事
件
に
お
け
る
裁
判
（E

rken
n

tn
isse

in
E

h
e-,

V
erlöbn

is
u

n
d

P
erson

en
stan

d
ssach

en

）」
と
の
表
現
に
改
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
第

二
読
会
に
お
い
て
は
、
個
人
身
分
ま
た
は
、
婚
姻
も
し
く
は
婚
姻
の
存
在
も
し
く
は
婚
姻
解
消
を
対
象
と
す
る
（d

en
P

erson
en

stan
d

od
er

d
ie

E
in

geh
u

n
g,

d
as

B
esteh

en
od

er
d

ie
T

ren
n

u
n

g
d

er
E

h
e

zu
m

G
egen

stan
d

e
h

aben

）
法
的
争
訟
」
と
変
更
さ
れ
た
。s.

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.275 f.

（
44
）

N
ie

m
e
y

e
r,

a.a.O
.（F

n
.
19

）S.276 .

こ
の
問
題
に
関
し
て
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
委
員
会
で
は
、
多
数
説
は
、
例
外
的
処
理
を
（
ア
）
だ
け
で
な
く
（
イ
）
に
も
拡
張

す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
と
い
う
の
も
、
婚
姻
や
身
分
か
ら
必
然
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
べ
き
財
産
法
上
の
関
係
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
婚
姻
の
存
続
や
解
消
そ
の
も
の

に
関
す
る
判
断
、
あ
る
い
は
婚
姻
の
存
在
や
解
消
に
関
し
て
既
に
下
さ
れ
た
判
決
が
法
律
に
適
合
し
て
い
る
か
を
判
断
し
た
も
の
と
、
同
一
の
考
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き

だ
か
ら
、
と
い
う
。

（
45
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.276 ff.

問
題
と
さ
れ
た
事
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
制
限
行
為
能
力
者
で
あ
る
ド
イ
ツ
人
が
、
行
為
能
力
者
と
し
て
判
断
さ
れ
て
い
る
場
合
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
七
条
一
項
）

②
婚
姻
締
結
時
に
す
で
に
ド
イ
ツ
国
籍
を
有
し
て
い
た
ド
イ
ツ
人
間
で
成
立
し
た
婚
姻
が
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
っ
て
は
認
め
ら
れ
な
い
理
由
に
よ
り
無
効
で
あ
る
と
宣
言

四
七



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

四
八

す
る
場
合
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
一
六
条
）

③
婚
姻
締
結
時
に
は
外
国
籍
を
有
し
て
い
た
ド
イ
ツ
人
間
で
現
在
も
継
続
し
て
い
る
婚
姻
を
、
ド
イ
ツ
が
認
め
る
の
と
は
異
な
る
理
由
に
よ
り
無
効
で
あ
る
と
宣
言
す

る
場
合
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
一
六
条
）

④
ド
イ
ツ
国
籍
者
ま
た
は
ド
イ
ツ
国
の
保
護
を
受
け
る
者
と
他
の
ド
イ
ツ
国
籍
者
ま
た
は
外
国
国
籍
者
が
、
外
国
所
在
の
ド
イ
ツ
帝
国
の
外
交
代
表
ま
た
は
領
事
の
も

と
で
締
結
し
た
婚
姻
を
、
無
効
で
あ
る
と
宣
言
す
る
場
合

⑤
ド
イ
ツ
人
間
で
継
続
し
て
い
る
婚
姻
を
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
っ
て
は
な
ん
ら
離
婚
原
因
と
な
ら
な
い
理
由
に
お
い
て
離
婚
さ
せ
る
場
合
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
一

八
条
）

⑥
子
の
出
生
時
の
母
の
夫
の
本
国
法
に
よ
る
と
嫡
出
子
と
さ
れ
る
ド
イ
ツ
人
を
、
非
嫡
出
子
と
し
て
扱
う
場
合
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
二
一
条
）

⑦
ド
イ
ツ
人
の
側
で
は
有
効
で
あ
る
子
の
認
知
ま
た
は
養
子
縁
組
が
、
ド
イ
ツ
法
あ
る
い
は
他
の
準
拠
法
に
よ
る
と
有
効
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
無
効
で

あ
る
と
宣
言
す
る
場
合
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
二
二
条
）

⑧
二
四
条
の
場
合
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
人
の
妻
と
子
に
と
っ
て
不
利
な
外
国
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
二
四
条
）

（
46
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.287 .

（
47
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.284 .

（
48
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.284 ff.

（
49
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.285 .

（
50
）

一
八
七
七
年
民
訴
法
に
お
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
限
定
的
な
公
序
条
項
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
っ
た
た
め
（
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
二
項
二
号
）、

一
般
的
公
序
要
件
を
課
す
諸
外
国
と
の
間
に
は
つ
ね
に
相
互
性
が
認
定
さ
れ
な
く
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
（N

ie
m

e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.286

）。

（
51
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.286 .

（
52
）

ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
三
九
条
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

【
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
】

三
九
条
　
ド
イ
ツ
帝
国
国
籍
者
が
、
あ
る
国
に
お
い
て
当
該
内
国
民
よ
り
劣
位
の
法
的
地
位
に
お
か
れ
た
場
合
、
連
邦
参
議
院
の
同
意
の
も
と
帝
国
宰
相
の
命
令

を
通
じ
て
、
当
該
国
籍
を
有
す
る
者
お
よ
び
そ
の
権
利
承
継
者
に
対
し
て
報
復
権
（V

ergeltungsrecht

）
を
適
用
す
る
旨
、
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
53
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.287 .
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（
54
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.288 .

（
55
）

H
a

r
tw

ie
g,a.a.O

.（F
n

.19

）S.31 .

（
56
）

eben
d

a.

（
57
）

eben
d

a.

（
58
）

三
七
条
二
項
一
号
の
「
判
決
国
法
に
よ
る
」
と
の
内
容
が
、n

ach
d

em
fü

r
d

as
au

slän
d

isch
e

G
erich

t
gelten

d
en

“R
ech

te”

か
らn

ach
d

en
fü

r
d

ieses

G
erich

t
gelten

d
en

“G
esetzen

”

（“
”

は
筆
者
）
に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
三
七
条
二
項
五
号
（
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
一
草
案
同
条
同
項
四

号
）
で
は
、「
判
決
の
言
渡
し
に
あ
た
り
（bei

E
rlassu

n
g

d
es

U
rteils

）」
の
文
言
が
挿
入
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。V

gl.
N

ie
m

e
y

e
r,

a.a.O
.（F

n
.19

）S.11 f.

u
.21 f.

（
59
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19
）S.388 .

（
60
）

eben
d

a.

（
61
）

eben
d

a.

（
62
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.389 .

（
63
）

N
ie

m
e
y

e
r,

a.a.O
.（F

n
.
19

）S.383 f.

ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
三
七
条
二
項
五
号
の
内
国
人
保
護
の
規
定
に
つ
い
て
触
れ
、
か
か
る
内
国
人
保
護
規
定
の
法
形
式

は
近
時
の
立
法
で
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
一
八
八
一
年
六
月
一
日
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
執
行
手
続
法
六
〇
条
五
項
で
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
籍

資
格
者
の
個
人
的
な
身
分
に
関
わ
る
問
題
に
お
い
て
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
籍
資
格
者
に
対
し
て
下
さ
れ
た
外
国
判
決
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
執
行
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
、
思
い
き
っ
た
方
策
を
掲
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
前
述
の
通
り
内
国
人
に
対
し
て
も
身
分
関
係
事
件
の
一
般
裁
判
籍
を
「
居
所
」
に
お

く
と
す
る
管
轄
規
則
が
あ
る
の
で
あ
り
、
外
国
に
居
住
す
る
ド
イ
ツ
国
民
は
否
応
な
く
身
分
関
係
事
件
に
つ
い
て
は
居
所
の
あ
る
、
外
国
裁
判
所
の
門
戸
を
叩
き
、
判

決
を
求
め
る
こ
と
が
建
前
と
な
る
。
か
か
る
管
轄
規
則
を
前
提
と
す
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
思
い
き
っ
た
内
国
人
保
護
の
規
定
は
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
三
七
条
二
項
五
号
に
定
め
る
よ
う
な
、
一
方
当
事
者
が
ド
イ
ツ
国
籍
者
で
あ
る
場
合
に
、
一
定
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ

国
籍
者
が
不
利
に
な
る
場
合
に
の
み
承
認
を
拒
絶
す
る
と
い
う
内
国
人
保
護
の
規
定
の
仕
方
が
、
当
面
は
妥
当
な
方
法
で
あ
る
と
一
応
結
論
づ
け
る
。

（
64
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.385 .

（
65
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.384 f.

（
66
）

ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
草
案
四
五
条
。
同
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
（
小
室
・
前
掲
（
注
9
）
三
九
頁
参
照
）。

四
九



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

五
〇

【
一
八
六
六
年
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
草
案
】

四
五
条
　
（1）

ラ
ン
ト
の
裁
判
所
は
相
互
に
司
法
共
助
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（2）

他
国
の
裁
判
所
に
対
し
て
は
、
こ
の
法
律
が
定
め
る
裁
判
籍
ま
た
は
ラ
ン
ト
の
法
律
の
規
律
に
留
保
さ
れ
た
裁
判
籍
の
も
と
で
開
始
さ
れ
る
法
律

上
の
争
訟
に
お
い
て
、
相
互
性
が
保
証
さ
れ
る
限
り
で
、
司
法
共
助
が
行
わ
れ
う
る
。（
以
下
略
）

（
67
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.385 .

（
68
）

一
八
六
四
年
プ
ロ
イ
セ
ン
草
案
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
（
中
西
・
前
掲
（
注
9
）（
二
）
一
三
五
巻
四
号
三
頁
参
照
）。

【
一
八
六
四
年
プ
ロ
イ
セ
ン
草
案
】

九
七
一
条
　
外
国
裁
判
所
の
判
決
に
基
づ
く
内
国
で
の
強
制
執
行
は
、
そ
れ
が
内
国
裁
判
所
に
よ
っ
て
執
行
可
能
と
宣
言
さ
れ
た
と
き
に
の
み
行
わ
れ
る
。

九
七
二
条
　
外
国
判
決
の
執
行
力
の
確
定
は
、
次
の
場
合
に
は
行
わ
れ
な
い
。

①
　
判
決
が
下
さ
れ
た
国
の
法
律
に
よ
る
と
そ
れ
が
確
定
力
を
な
お
有
し
て
い
な
い
と
き

②
　
第
一
審
と
し
て
裁
判
し
た
裁
判
所
が
内
国
の
法
律
に
よ
る
と
管
轄
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
き

③
　
判
決
の
内
容
が
内
国
の
禁
止
的
法
律
に
反
す
る
と
き
、
ま
た
は
内
国
法
の
強
行
的
法
規
範
も
し
く
は
内
国
公
法
と
相
容
れ
な
い
と
き

九
七
三
条
　
外
国
裁
判
所
の
判
決
が
執
行
宣
言
さ
れ
る
べ
き
か
の
審
査
の
際
に
は
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
裁
判
の
正
し
さ
は
審
査
さ
れ
な
い
。

（
69
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.385 .

（
70
）

北
ド
イ
ツ
草
案
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
（
中
西
・
前
掲
（
注
9
）（
二
）
一
三
五
巻
四
号
四
頁
以
下
参
照
）。

【
一
八
七
〇
年
北
ド
イ
ツ
草
案
】

八
九
六
条
　
外
国
裁
判
所
の
判
決
に
基
づ
く
強
制
執
行
は
、
そ
の
許
可
が
内
国
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
言
い
渡
さ
れ
た
場
合
に
の
み
行
わ
れ
る
。

八
九
八
条
　
（1）

執
行
判
決
は
判
決
の
適
合
性
を
審
査
せ
ず
に
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（2）

執
行
判
決
は
以
下
の
場
合
に
は
下
さ
れ
な
い
。

①
　
外
国
裁
判
所
の
判
決
が
そ
の
裁
判
所
に
お
い
て
妥
当
し
て
い
る
法
に
よ
っ
て
確
定
し
て
い
な
い
と
き

②
　
執
行
に
よ
っ
て
内
国
法
に
よ
る
と
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
が
強
制
さ
れ
る
と
き

③
　
内
国
法
に
よ
る
と
外
国
裁
判
所
の
属
す
る
国
家
の
全
体
と
し
て
の
裁
判
所
が
管
轄
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
き

④
　
敗
訴
判
決
を
受
け
た
債
務
者
が
内
国
人
で
あ
り
、
こ
の
者
が
訴
訟
に
応
訴
し
な
か
っ
た
こ
と



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
七
巻
　
　
第
二
・
三
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（
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〇
〇
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月
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（3）

訴
訟
を
開
始
す
る
呼
出
状
ま
た
は
命
令
が
債
務
者
に
受
訴
裁
判
諸
国
で
本
人
に
送
達
さ
れ
た
か
、
も
し
く
は
こ
の
法
典
の
規
定
に
従
い
司
法
共

助
の
供
与
を
通
じ
て
そ
れ
が
内
国
で
送
達
さ
れ
た
と
き
に
は
、
四
号
の
規
定
は
適
用
が
な
い
。

（
71
）

北
ド
イ
ツ
草
案
八
九
八
条
一
項
の
実
質
的
再
審
査
禁
止
原
則
、
お
よ
び
同
八
九
七
条
二
項
二
号
の
内
国
法
上
の
禁
止
行
為
の
強
制
禁
止
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
八
七

一
年
民
訴
法
第
一
草
案
五
七
九
条
一
項
、
同
条
二
項
二
号
に
引
き
継
が
れ
、
こ
れ
が
結
局
の
と
こ
ろ
一
八
七
七
年
民
訴
法
六
六
一
条
一
項
お
よ
び
同
条
二
項
二
号
へ
と

つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。

（
72
）

一
八
七
一
年
民
訴
法
第
一
草
案
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
（
小
室
・
前
掲
（
注
9
）
四
六
頁
参
照
）。

【
一
八
七
一
年
民
訴
法
第
一
草
案
】

五
七
八
条
　
（1）

外
国
裁
判
所
の
判
決
に
よ
る
強
制
執
行
は
、
執
行
判
決
に
よ
っ
て
執
行
が
許
さ
れ
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
た
場
合
に
限
り
行
わ
れ
る
。

（2）

執
行
判
決
を
求
め
る
訴
え
は
、
管
轄
を
有
す
る
区
裁
判
所
な
い
し
地
方
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
七
九
条
　
（1）

執
行
判
決
は
、
当
該
外
国
判
決
の
適
法
性
を
審
査
せ
ず
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（2）

執
行
判
決
は
以
下
の
場
合
に
は
下
さ
れ
な
い

①
　
外
国
裁
判
所
の
判
決
が
そ
の
裁
判
所
に
妥
当
し
て
い
る
法
に
よ
る
と
確
定
し
て
い
な
い
と
き

②
　
執
行
判
決
を
下
す
裁
判
官
の
法
に
よ
る
と
。
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
が
執
行
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
き

③
　
執
行
判
決
を
下
す
裁
判
官
の
法
に
よ
る
と
、
外
国
裁
判
所
の
属
す
る
国
家
の
全
体
と
し
て
の
裁
判
所
が
管
轄
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
き

④
　
訴
訟
を
開
始
す
る
呼
出
状
ま
た
は
命
令
が
債
務
者
に
受
訴
裁
判
諸
国
で
本
人
に
送
達
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
司
法
共
助
の
供
与
を
通
じ
て
ド
イ

ツ
で
送
達
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
限
り
、
敗
訴
判
決
を
受
け
た
債
務
者
が
内
国
人
で
あ
り
こ
の
者
が
訴
訟
に
応
訴
し
な
か
っ
た
と
き

（
73
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.386 .

（
74
）

eben
d

a.

（
75
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.386 f.

（
76
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.388 .

（
77
）

な
お
「
相
互
性
」
要
件
に
つ
い
て
は
、
い
か
に
相
互
性
の
充
足
を
判
断
す
る
の
か
と
い
っ
た
細
か
な
問
題
に
つ
き
裁
判
例
を
も
も
と
に
し
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る

た
め
、G

ebh
ard

も
こ
れ
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
い
るN

ie
m

e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.372 f.

（
78
）

N
ie

m
e
y

e
r,

a.a.O
.（F

n
.19

）S.376 ff.

ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
一
八
八
三
年
一
月
二
九
日
判
決
（R

G
Z

B
d

.8 ,
N

r.115 ,
S

.385 ff.

）
と
同
一
八
八
六
年
六
月
三
〇
日
判

五
一



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

五
二

決
（R

G
Z

B
d

.16 ,N
r.106 ,S

.432 ff.

）
を
引
用
し
て
い
る
。

（
79
）

な
お
、
相
互
性
と
承
認
要
件
に
関
す
る
議
論
は
、
大
き
く
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
け
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
一
方
は
、
外
国
判
決
の
執
行
以

外
の
効
力
の
考
慮
（
承
認
）
に
民
訴
法
六
六
一
条
の
適
用
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
関
す
る
議
論
で
あ
り
、
他
方
は
、
相
互
性
と
い
う
政
治
的
要
素
の
き
わ
め
て
強

い
要
件
と
、
外
国
判
決
の
「
承
認
」
と
の
関
係
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
、
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
判
決
を
契
機
に
な
さ
れ
た
議
論
は
、
前
者
に
関
す

る
議
論
で
あ
る
。

（
80
）

R
G

Z
B

d
.8 .

N
r.115 ,

S
.385 f.

本
件
は
ド
イ
ツ
お
よ
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
居
所
を
有
す
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
遺
言
相
続
人
（T

estam
en

tserben

）
ら
を
被
告
と
す
る
、

相
続
財
産
の
遺
留
分
の
補
充
（E

rgän
zu

n
g

d
er

P
flich

tteil
d

es
N

ach
lasse

）
を
求
め
る
訴
え
で
あ
る
。
本
件
以
前
に
原
告
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル

ム
裁
判
所
に
お
い
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
在
住
の
共
同
相
続
人
ら
に
対
し
て
、
①
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
に
基
づ
く
遺
留
分
お
よ
び
②
生
前
贈
与
分
を
相
続
財
産
に
組
み
入
れ

る
こ
と
を
主
張
す
る
訴
え
を
提
起
し
た
。
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
地
裁
は
、
請
求
①
に
つ
い
て
は
認
容
し
た
も
の
の
、
②
に
つ
い
て
は
棄
却
し
た
。
本
件
は
、
被
告
が
ス
ト

ッ
ク
ホ
ル
ム
地
裁
判
決
の
②
の
部
分
に
つ
い
て
、
既
判
力
の
抗
弁
を
主
張
し
た
が
、
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
は
こ
の
抗
弁
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
81
）

本
件
で
は
、
既
済
事
項
の
抗
弁
を
主
張
、
し
た
が
っ
て
本
件
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
判
決
を
主
張
す
る
側
で
あ
る
被
告
か
ら
は
、
一
度
も
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
ド
イ
ツ
の
間
の

相
互
性
の
存
在
に
つ
い
て
言
及
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
控
訴
審
裁
判
所
が
、
ド
イ
ツ
判
決
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
既
済
事
項
の
抗
弁
と
し
て
の
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
く
、
ド
イ
ツ
判
決

は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
執
行
さ
れ
な
い
と
の
み
判
断
を
下
し
て
い
る
。
上
告
審
裁
判
所
は
、
手
元
に
あ
る
全
資
料
に
よ
る
と
外
国
判
決
に
対
し
て
は
そ
も
そ
も
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
裁
判
所
で
は
全
く
効
力
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
読
み
と
ら
れ
る
以
上
、
執
行
の
み
な
ら
ず
既
済
事
項
の
抗
弁
の
主
張
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
と
推

測
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
推
定
を
覆
す
事
実
の
主
張
が
被
告
か
ら
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
当
該
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
判
決
に
基
づ
く
抗
弁
は
棄
却
さ
れ
る
と
結
論
付

け
る
。R

G
Z

,B
d

.8 ,S
.390 .

（
82
）

も
う
一
つ
は
、
本
判
決
後
に
下
さ
れ
た
一
八
八
六
年
六
月
三
〇
日
判
決
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
ド
イ
ツ
で
の
訴
訟
以
前
で
あ
る
一
八
七
七
年
八
月
二
二
日
に
、
オ

ー
ス
ト
リ
ア
・
ウ
ィ
ー
ン
王
国
商
事
裁
判
所
が
原
告
勝
訴
の
支
払
い
命
令
を
下
し
て
い
た
た
め
、
原
告
が
執
行
判
決
を
経
由
せ
ず
に
外
国
判
決
に
基
づ
い
て
被
告
に
敗

訴
判
決
を
下
す
こ
と
を
通
じ
て
外
国
判
決
の
内
容
を
実
現
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
判
示
、
予
備
的
請
求
を
み
と
め
、
や
は
り
民
訴
法
六
六
一
条
の
要
件
充
足
を
必

要
と
し
た
も
の
で
あ
る
。R

G
Z

B
d

.16 ,N
r.106 ,S

.432 f.

（
83
）

N
ie

m
e
y

e
r,

a.a.O
.（F

n
.19

）S.378 f.

も
っ
と
も
、G

ebh
ard

は
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
の
判
断
と
し
て
紹
介
す
る
だ
け
で
あ
り
、
一
八
八
三
年
一
月
二
九
日
判
決
を

紹
介
し
た
も
の
と
は
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
論
述
内
容
か
ら
は
、
一
八
八
三
年
判
決
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
七
巻
　
　
第
二
・
三
号
（
二
〇
〇
五
年
　
二
月
）

（
84
）

R
G

Z
B

d
.8 ,S

.387 .

（
85
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.377 .

（
86
）

こ
の
よ
う
に
、
訴
訟
法
に
関
す
る
規
定
が
、
実
体
的
問
題
に
ま
で
介
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
判
決
は
よ
り
詳
細
に
民
訴
法
二
九
三
条
の
内
国
判
決
の
既
判
力
の
問

題
を
引
き
合
い
に
出
し
て
論
じ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
二
九
三
条
は
、
内
国
判
決
の
実
質
的
確
定
力
（d

ie
m

aterielle
R

ech
tskraft

）
の
範
囲
を
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
民
事
法
に
（d

as
B

ü
rger-

lich
e

R
ech

t

）
介
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
民
訴
法
が
外
国
判
決
に
関
し
て
、
確
定
力
あ
る
判
決
に
民
事
法
を
通
じ
て
確
定
さ
れ
る
効
力
を
内
国
に
お
い
て
付
与

す
る
た
め
の
要
件
を
定
め
る
こ
と
は
な
ん
ら
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。R

G
Z

B
d

.8 ,S
.387 .

（
87
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19
）S.378 .

（
88
）

R
G

Z
B

d
.8 ,S

.389 .

（
89
）

eben
d

a.
G

ebh
ard

も
同
様
に
引
用
す
る
（N

ie
m

e
y

e
r,a.a.O

.V
orgesch

ich
te

S
.378

）。

な
お
、
こ
の
部
分
に
引
き
続
き
判
決
は
、
相
互
性
要
件
が
一
八
七
七
年
民
訴
法
草
案
に
お
い
て
は
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
要
件
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
意

図
で
は
な
く
、
こ
の
当
然
の
要
件
に
関
し
て
政
治
的
中
央
機
関
を
立
法
的
規
定
を
通
じ
て
制
限
し
な
い
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
意
図
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

（
90
）

N
ie

m
e
y

e
r,

a.a.O
.（F

n
.
19

）S.377 ff.

な
お
、
こ
れ
に
対
応
す
るW

ach

原
典
該
当
分
は
、A

d
o
lf

W
a

c
h

,
H

an
d

b
u

ch
d

es
D

eu
tsch

en
C

ivilp
rozessrech

t,

B
d

.1 ,（L
eip

zig,1885

）,S
.224 ff.

（
91
）

N
ie

m
e
y

e
r,

a.a.O
.（F

n
.
19

）S.377 .
W

ach

は
、
民
訴
法
六
六
一
条
の
執
行
判
決
が
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
の
は
変
動
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
基
礎

（u
n

an
tastbaren

G
ru

n
d

lage

）
と
し
て
の
、
外
国
の
確
定
力
あ
る
判
決
で
あ
る
と
い
う
（W

a
c
h

,
a.a.O

.（F
n

.90

）S.225

）。
外
国
判
決
の
実
質
的
確
定
力
の
承
認
が

執
行
の
基
礎
で
あ
る
と
の
意
味
に
お
い
て
、G

eb
h

ard

引
用
の
よ
う
に
「
実
質
的
確
定
力
の
承
認
が
民
訴
法
六
六
一
条
の
基
本
思
想
を
な
す
」（W

a
c
h

,
eb

en
d

a

）
と

い
う
の
で
あ
る
。

（
92
）

給
付
判
決
で
な
く
と
も
積
極
的
あ
る
い
は
消
極
的
確
認
判
決
、
請
求
棄
却
判
決
、
そ
し
て
外
国
判
決
が
別
訴
の
基
礎
と
し
て
用
い
ら
れ
た
場
合
に
も
同
様
に
考
慮
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
意
味
で
あ
る
。W

a
c
h

,a.a.O
.（F

n
.90

）S.226 .

（
93
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.377 f.

W
ach

の
議
論
の
主
眼
は
、
外
国
判
決
の
執
行
に
関
す
る
規
定
の
み
が
存
在
す
る
現
状
に
お
い
て
、
外
国
判
決
の
有
す
る
実
質
的
確
定
力
の
問
題
は
、
た
し
か
に
明

文
規
定
は
存
在
し
な
い
も
の
の
、
規
律
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

と
す
る
点
に
あ
る
（V

gl.
W

a
c
h

,a.a.O
.（F

n
.90

）S.228 .A
n

m
.18

）。
当
時
、
実
質
的
確
定
力

五
三



外
国
判
決
「
自
動
承
認
」
制
度
の
意
義
（
上
）

五
四

は
執
行
判
決
を
経
て
は
じ
め
て
承
認
さ
れ
る
と
し
て
既
判
力
の
発
生
を
執
行
判
決
に
条
件
付
け
る
学
説
が
多
数
を
占
め
て
お
り
、
こ
れ
へ
の
反
対
学
説
と
し
て
の
存
在

意
義
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
外
国
判
決
の
実
質
的
確
定
力
の
承
認
が
執
行
判
決
に
依
存
せ
ず
、
む
し
ろ
実
質
的
確
定
力
の
承
認
が
執
行
判
決
の
基
礎
で
あ
る
と
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、

実
質
的
確
定
力
の
承
認
の
た
め
に
執
行
要
件
の
充
足
を
必
要
と
す
る
の
は
論
理
的
に
当
然
の
帰
結
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、W

ach

の
テ
ー
ゼ
か
ら
は
、
外
国
判
決
の

執
行
の
た
め
の
要
件
が
、
実
質
的
確
定
力
の
承
認
の
た
め
の
要
件
を
包
含
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
帰
結
さ
れ
る
が
、
そ
の
逆
は
導
か
れ
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
外
国
判
決
の
承
認
要
件
を
執
行
要
件
と
同
一
と
す
るW

ach

の
見
解
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
論
証
が
不
十
分
で
あ
り
、G

eb
h

ard

が
批
判
す
る
の
も
こ
の
点

で
あ
る
。V

gl.
N

ie
m

e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.378 .

（
94
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19
）S.380 .

（
95
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.376 .

（
96
）

以
上
に
つ
き
、N

ie
m

e
y

e
r,

a.a.O
.（F

n
.
19

）S.376 f.

四
〇
条
削
除
の
趣
旨
は
、
規
定
内
容
を
民
訴
法
関
連
法
案
に
移
す
点
に
あ
り
、
相
互
性
に
関
す
る
見
解
に

つ
い
て
は
変
わ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
前
述
の
通
り
、G

eb
h

ard

は
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
第
二
草
案
に
お
い
て
は
、
外
国
判
決
の
執
行
に
関
し
て
も
相
互
性

は
必
要
で
は
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。V

gl.
N

ie
m

e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.388 f.

（
97
）

G
eb

h
ard

はW
ach

の
テ
ー
ゼ
の
前
半
部
分
、
す
な
わ
ち
、
民
訴
法
六
六
一
条
を
充
足
し
た
外
国
判
決
に
は
実
質
的
確
定
力
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
同

意
す
る
も
の
の
（N

ie
m

e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.377 .
）、
後
半
部
分
に
つ
い
て
説
得
力
に
欠
け
る
と
批
判
す
る
（N

ie
m

e
y

e
r,a.a.O

.S
.378

）。

（
98
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.378 .

（
99
）

N
ie

m
e
y

e
r,

a.a.O
.（F

n
.19

）S.379 .

ま
た
、
外
国
判
決
の
実
質
的
確
定
力
に
基
づ
い
て
内
国
で
既
済
訴
権
（actio

ju
d

icati

）
を
申
し
立
て
、
こ
の
申
し
立
て
に
対

し
て
下
さ
れ
た
内
国
判
決
に
基
づ
い
て
強
制
執
行
を
実
現
す
る
場
合
に
は
、
相
互
性
要
件
を
は
じ
め
と
し
た
外
国
判
決
執
行
要
件
を
回
避
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
か

か
る
場
合
に
は
、
当
該
強
制
執
行
は
内
国
判
決
の
執
行
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（N

ie
m

e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.380

）。

（
100
）

eben
d

a.

（
101
）

eben
d

a.

（
102
）

G
eb

h
ard

は
海
外
で
の
状
況
を
も
紹
介
し
て
い
る
（N

ie
m

e
y

e
r,

a.a.O
.（F

n
.
19

）S380 ff.

）。
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
の
状
況
を
紹
介
し
、
外
国
に
お
い
て
は
、
漸

次
、
外
国
判
決
の
承
認
を
執
行
か
ら
区
別
し
、
外
国
判
決
執
行
の
た
め
に
定
立
さ
れ
た
要
件
を
純
然
た
る
承
認
に
適
用
す
る
と
い
っ
た
、
承
認
執
行
の
同
等
取
り
扱
い

を
拒
絶
す
る
方
向
に
動
い
て
い
る
と
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
諸
外
国
の
状
況
か
ら
も
、
外
国
判
決
の
承
認
と
執
行
の
区
別
は
正
当
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
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（
103
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.381 .

（
104
）

N
ie

m
e
y

e
r,a.a.O

.（F
n

.19

）S.382 .

（
105
）

eben
d

a.

（
106
）

身
分
事
件
に
関
す
る
当
時
の
裁
判
管
轄
規
定
に
つ
い
て
は
前
注
（
41
）
参
照
。G
eb

h
ard

は
、W

ach

の
外
国
訴
訟
係
属
の
承
認
に
関
し
て
の
、
国
家
は
外
国
判
決
が

尊
重
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
原
告
を
外
国
訴
訟
に
移
送
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
言
及
（W

a
c
h

,
a.a.O

.（F
n

.
90

）S.247

）
に
も
ふ
れ
て
い
る
。N

ie
m

e
y

e
r,

a.a.O
.

（F
n

.19

）S.383 .

五
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